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平成３０年第１回府中町議会定例会 

会 議 録（第３号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成３０年３月 ９日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成３０年３月１６日（金） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１７名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  山 口 晃 司 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ５番  繁 政 秀 子 君     ７番  二 見 伸 吾 君 

   ８番  上 原   貢 君     ９番  益 田 芳 子 君 

  １０番  児 玉 利 典 君    １１番  林     拡 君 

  １２番  西   友 幸 君    １３君  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君    １７番  小 菅 巻 子 君 

  １８番  力 山   彰 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 第１１号議案 府中町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す  

           る条例の一部改正について 

  ３ 第１２号議案 府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

  ４ 第１６号議案 府中町国民健康保険税条例の一部改正について 

  ５ 第１８号議案 府中町介護保険条例の一部改正について 

  ６ 第２１号議案 府中町道路占用料徴収条例の一部改正について 

  ７ 第 ５号議案 平成３０年度府中町一般会計予算 

  ５ 第 ６号議案 平成３０年度府中町土地取得特別会計予算 
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  ６ 第 ７号議案 平成３０年度府中町国民健康保険特別会計予算 

  ７ 第 ８号議案 平成３０年度府中町下水道事業特別会計予算 

  ８ 第 ９号議案 平成３０年度府中町介護保険特別会計予算 

  ９ 第１０号議案 平成３０年度府中町後期高齢者医療特別会計予算 

           （予算特別委員会解散） 

 １０ 一般質問 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   岡 野 浩 子 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      企 画 財 政 部 長   高 石 寛 智 君 

      総 務 部 長   坂 本 雅 司 君 

      福 祉 保 健 部 長   山 西 仁 子 君 

      生 活 環 境 部 長   戸 田 秀 生 君 

      建 設 部 長   梶 川 幸 正 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長   脇 本 哲 也 君 

      消 防 長   寺 尾 光 司 君 

      教 育 部 長   奥 田 米 穂 君 

      企 画 財 政 部 次 長   増 田 康 洋 君 

      総 務 部 次 長   大 塚 圭 子 君 

      消 防 本 部 次 長   寺 西 宏 政 君 

      教 育 次 長   中 坊 京 子 君 

      税 務 課 長   金 川 秀 之 君 

      福 祉 課 長   倉 﨑 誠一郎 君 

      環 境 課 長   屋 敷   学 君 

      都 市 整 備 課 長   岡 村 紀 行 君 

      消 防 課 長   橋 本 臣 彦 君 

      予 防 課 長   新 宅 和 彦 君 

      総 務 課 長 （ 教 委 ）   谷 口 充 寿 君 
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      学 校 教 育 課 主 幹   池 尻 佳 括 君 

      社 会 教 育 課 長   山 下 賢 二 君 

      社 会 教 育 課 主 幹   沢 元 保 夫 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   榎 並 隆 浩 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前１０時００分） 

○議長（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１７名で、定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ております。よって、平成３０年第１回府中町議会定例会第３日目の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、２番木田議員、３番橋井議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第２に入りますが、お手元の日程第２から日程１２までの

各議案は、平成３０年度予算並びにそれらの関連議案でございますので、一括議題に

供したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、日程第２、第１１号議案、府

中町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て、日程第３、第１２号議案、府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正につ

いて、日程第４、第１６号議案、府中町国民健康保険税条例の一部改正について、日
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程第５、第１８号議案、府中町介護保険条例の一部改正について、日程第６、第

２１号議案、府中町道路占用料徴収条例の一部改正について、日程第７、第５号議案、

平成３０年度府中町一般会計予算、日程第８、第６号議案、平成３０年度府中町土地

取得特別会計予算、日程第９、第７号議案、平成３０年度府中町国民健康保険特別会

計予算、日程第１０、第８号議案、平成３０年度府中町下水道事業特別会計予算、日

程第１１、第９号議案、平成３０年度府中町介護保険特別会計予算、日程第１２、第

１０号議案、平成３０年度府中町後期高齢者医療特別会計予算、以上を一括議題に供

します。 

  本件につきましては、予算特別委員会に付託しておりますので、ただいまから委員

長より審査結果を報告していただきます。 

  予算特別委員会委員長、９番益田委員長、よろしくお願いいたします。 

○９番（益田芳子君） 皆さん、おはようございます。予算特別委員会委員長。 

  それでは、報告いたします。 

  平成３０年３月１６日。 

  府中町議会議長中村武弘様。 

  平成３０年度予算特別委員会委員長益田芳子。 

  平成３０年度予算特別委員会報告書。 

  平成３０年３月１２日の会議において付託された案件は、慎重に審査した結果、次

のとおり決定したので、府中町議会会議規則第６６条の規定により報告します。 

  第１１号議案 府中町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

原 案 可 決 

  第１２号議案 府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

原 案 可 決 

  第１６号議案 府中町国民健康保険税条例の一部改正について  

原 案 可 決 

  第１８号議案 府中町介護保険条例の一部改正について  

原 案 可 決 

  第２１号議案 府中町道路占用料徴収条例の一部改正について  

原 案 可 決 
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  第 ５号議案 平成３０年度府中町一般会計予算 

原 案 可 決 

  第 ６号議案 平成３０年度府中町土地取得特別会計予算 

原 案 可 決 

  第 ７号議案 平成３０年度府中町国民健康保険特別会計予算 

原 案 可 決 

  第 ８号議案 平成３０年度府中町下水道事業特別会計予算 

原 案 可 決 

  第 ９号議案 平成３０年度府中町介護保険特別会計予算 

原 案 可 決 

  第１０号議案 平成３０年度府中町後期高齢者医療特別会計予算 

原 案 可 決 

  なお、審査過程における意見ということで６項目述べておきます。 

  第５号議案に対し、 

  １、人事研修事業については、今日の町民のニーズの多様化も視野に入れ、行政と

して町民に優しい職員の人材育成に努められたい。 

  ２、府中公民館等の改築事業については、生涯学習の拠点としての位置づけである

ため、利用者の意見も十分考慮し、町民から愛される施設とした基本設計に努められ

たい。 

  ３、潜在的待機児童など保育需要を確実に把握の上、早期に諸施策を検討し、待機

児童解消へ向け引き続き努力されたい。 

  ４、ネウボラふちゅうを開設し、妊娠、出産、育児と切れ目のないサポート体制を

強化されるが、本当に府中町に住んでよかったと思えるよう、積極的に町民に周知す

るとともに、町民に寄り添った相談体制を確立されたい。 

  ５、平成３０年２月７日に、広島県、広島市、府中町、海田町の４者が基本合意に

至ったことにより、連続立体交差事業の工事を一日も早く着手するよう、またコスト

縮減も踏まえた事業進捗が図られるよう、事業者である広島県に引き続き働きかけら

れたい。 

  ６、第８号議案に対し、平成３１年度から下水道事業の地方公営企業法適用化へ移

行する計画となっているが、おくれることのないようにされたい。 
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  また、大きな変更事項であるため、委員会に十分周知するとともに、議会で理解を

得られるように進められたい。 

  以上でございます。 

  町当局におかれましては、審査の過程で示された意見等を十分予算執行に生かされ

るよう、一層の努力をお願いし、平成３０年度予算特別委員会の報告とさせていただ

きます。まことにありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） ただいま予算特別委員会委員長より報告がありましたが、本件

につきましては、１７名全員による予算特別委員会において審査していただき、内容

は御理解のことと思います。よって、質疑を省略し、直ちに１議案ずつ討論、採決を

行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議ないようでございますので、よって１議案ずつ討論、採

決を行います。 

  また、採決の場合、現在の出席議員１７名で、その間議員数は変わらないと思いま

すので、この際定足数の確認も省略しながら採決を進めていくこととさせていただき

ます。 

  それでは、参ります。 

  ただいまの出席議員１７名で、採決に加わる者１６名でございます。 

  お諮りします。 

  日程第２、第１１号議案、府中町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について、討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 全会一致でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第３、第１２号議案、府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正につい
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て、討論を行います。 

  討論ございますか。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 第１２号議案、府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改

正についての退職金の引き下げに関する部分について、反対をいたします。  

  第１に、退職金減額の根拠です。今回の減額提案は、昨年４月、人事院が退職一時

金と企業年 金、使用 者拠出分を合わせた 退職給与額での官民比較をし、民間が

２，４５９万６，０００円なのに対して、公務は２，５３７万７，０００円であり、

７８万１，０００円、３．０８％公務が上回るという調査結果に基づくものでありま

す。この調査は、企業規模５０人以上の民間企業４万１，９６３社から層化無作為抽

出法によって抽出した７，３５５社に対しての調査で、４，４９３社を集計したとさ

れています。  

  人事院の書いたものによりますと、勤続２０年以上の事務・技術関係職種の常勤従

業員（公務は行政職俸給表（一）適用者）で定年または会社都合（公務は応募認定）

で退職した者（大学卒（大学院修了を含む）及び高校卒）を対象。退職事由別、勤続

年数別のラスパイレス比較（民間の１人当たりの平均退職給与額を算出する上で、退

職事由別、勤続年数別の公務の人員数ウエートを使用）と、このように人事院の出し

た概要にはもっともらしく書かれているんですけれども、今日本の中では退職金出な

いところもあるし、出るところでも制度は多種多様であります。それを一律の物差し

で比較することが本当にできたんだろうか。もっと言えば操作をする余地もあったの

ではないか。このように考えるわけであります。  

  ごく最近でも、裁量労働制をめぐって労働時間データが都合よくつくられていたこ

とも明らかになりました。公務員のほうが７８万円退職金が多いという結果も、かな

り怪しいのではないか。このように考えるわけです。  

  第２に、職員の退職後の生活の問題です。退職手当は最高裁判例で賃金であるとさ

れ、退職手当制度研究会の公務員の退職手当法紹介でも、賃金の後払い的な性格を有

するとされています。人事院も勤務条件であることを見解で表明をしております。要

するに、退職金は老後の生活を支える重要な原資であるということです。公務員の退

職金は、既に２０１２年に１５％、４００万円の減額をされています。今回の減額を

認めれば５００万円近い減となり、公務員の皆さんの町の職員の皆さんの生活に与え
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る影響は極めて大きいと言わざるを得ません。  

  第３に、労働者全体の暮らしと経済に与える影響です。私立の学校や市立病院、社

会福祉法人など、公務員に準拠する民間労働者、全国で３００万人に影響を与えます。

国家公務員と地方公務員合わせて約３００万人ですけれども、合わせて約６００万人

になります。労働者全体の１割以上が公務員になる。緩やかに回復というような言い

方もされていますけれども、今日本経済は消費不況の中にあります。物とサービスが

売れない。賃金も減らされ、退職金も減らされ、社会保障は改悪をされる。お金が減

らされる中で負担だけがふえる。消費が伸びるわけがありません。消費を上向かせる

ためには、公務員を含めた労働者の処遇改善が必要であります。公務員が下がる。そ

うすると民間も下がる。その民間と比較してまた公務員が下がる。こういう悪循環を

いつまでも続けてはいけません。今こそ断ち切るときだと思います。  

  以上３点をもって、府中町職員の退職手当に関する条例等の一部改正についての退

職金の引き下げに関する部分について、反対の討論といたします。  

○議長（中村武弘君） 次に、賛成討論を行います。 

  賛成者の討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、以上で討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第４、第１６号議案、府中町国民健康保険税条例の一部改正について、討論を

行います。  

  討論ございますか。  

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 第１６号議案、府中町国民健康保険税条例の一部改正について、

反対討論をいたします。  

  昨年の第２回定例会、第３回定例会の一般質問で国民健康保険の県単位化に伴って
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保険税が大幅に上がる可能性があり、危惧の念を表明してきました。今回提案されて

いる国民健康保険税条例の一部改正案は、この危惧のとおりの結果になっています。

この条例改正に反対する理由は４つです。  

  第１に、今回の条例改正によって保険税が上がり、国保世帯の負担が重くなること

です。２月１日付の中国新聞にも載りましたけれども、平均保険料では現行の１３万

２，３７２円から１２万７，４１４円、激変緩和終了後で１２万９，０２１円となる。

この新聞記事を読まれた方は、３，０００円ぐらい安くなるのかなというふうに思わ

れたと思うんです。  

  しかし、実際にはそうではありません。安くなる世帯もあるけれども、６割の方が

増税になります。町の示した資料には、９２％の世帯が１万円以内の上昇となり、影

響額も少なくなると書かれています。  

  しかし、そうでしょうか。消費税が８％になる直前、２０１４年と比べて、勤労者

世帯の実質可処分所得は月平均４５万円から４３万円に、実質消費支出は月３３万円

から３１万円に減っています。公務員は５年前に４００万円も減らされて、退職金が

さらに８０万円減らされる。公務員も退職すれば国保になります。収入は減る方向で

動いてる。その一方で、食料品など物価は上がっている。介護保険もこの４月から上

がる。来年には消費税１０％増税も待ち構えています。入るものは減り、出ていくも

のはふえていくわけです。 

  比較の方法にもよりますけれども、府中町の国保税、県内で決して安いほうだとは

言えないと思うんです。だから、私たちは１世帯当たり１万円の引き下げをすべきだ

と主張してきたわけですけれども、今回引き下げどころか引き上げにかじを取ったわ

けであります。所得が減る中で負担をふやすことには賛成できません。 

  第２に、今回の保険税引き上げは平成３０年度限りではなく、スタート地点に立っ

たにすぎないということです。今回の税率の改定は、国保の県単位化に伴うものであ

り、そのゴールは平成３６年、２０２４年です。このゴール地点の標準保険税率、ま

だ確定したものではないというふうにも聞きましたけれども、これによりますと、や

はり６割の方が大幅に保険税が上がります。年額１０万円も上がる世帯もある。５万

円から１０万円上がるのが２２６世帯、４万円から８万円上がるのが１６４世帯、

３万円から４万円が２５２世帯、２万円から３万円が一番多く、５０４世帯となって

います。 
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  町の示したモデルケース。世帯主４２歳、妻４０歳、子ども２人、給与収入

３５０万円の場合、平成３０年度で上昇額は年額８，９００円ですけれども、６年後

には５万円近くなり、年間の保険料は４０万円近くなる。協会けんぽで給与収入

３５０万円、月収２５万円で一時金が２カ月、１４カ月で計算した場合、保険料は労

使折半で２１万円ほどです。また、けんぽにはない均等割が国保にはありますので、

世帯人員が多いほど負担が多くのしかかるわけです。 

  激変緩和の名のもとに、このゴールに向けて段階的に税率の構成を変えていく。私

は全員協議会で保険税引き上げのエスカレーターに乗るものだと、このように批判を

いたしました。町長はそうではない、その都度判断してくと言いましたが、ゴールが

決まっている以上、あとはゴールに向けてどのように上るのか、いつどのようなタイ

ミングで引き上げていくのかということでしかありません。 

  第３に、今回の値上げが激変緩和という人を欺く手段を使っていることです。１月

３０日に厚労省が開いた全国高齢者医療・国保課長会議においても、「各市町で改革

を円滑に実施する観点から、平成３０年度の負担水準に激変が生じないよう、財政調

整基金の活用なども含めて丁寧な検討をぜひお願いしたい」鈴木俊彦保険局長。「制

度施行時の激変緩和のために、新たな保険料減免の基準を設けて対応することも含め、

各市町村の十分な検討をお願いしたい」鳥井陽一国保課長。 

  円滑な実施とは、苦情や文句が出ないということだと思います。一度に５万円上げ

ると悲鳴が上がる。６年かけて徐々に負担をふやすことによって、円滑に実施をする。

負担の軽減ではなく、円滑に実施するために徐々に上げる。極めてこそくなやり方で

す。 

  第４に、これまで市町は一般財源から繰り入れて国保税を引き下げることができま

した。しかし、県単位化によって市町の政策的判断・裁量は奪われます。県は、県単

位化のもとで繰り入れは一切しないと、このように述べていますので、国保税はこれ

から青天井で伸びていくことになるでしょう。 

  市町からの繰り入れをなくすための県単位化ということも言われていますけれども、

繰り入れをなくすことによって、町民の暮らしが苦境に立たされることがあってはな

りません。制度変更によって保険税が上がる世帯に対して、その暮らしを守る手段を

市町は持たなくなる。このことの持つ意味についてもぜひ考えていただきたいという

ふうに思います。 
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  以上、４点を述べ、反対の討論といたします。 

○議長（中村武弘君） 次に、賛成討論を行います。 

  賛成者の討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、以上で討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第５、第１８号議案、府中町介護保険条例の一部改正について、討論を行いま

す。 

  討論ございますか。 

  それでは、まず反対討論から行います。 

  委員長に報告に対して反対の方。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 第１８号議案、府中町介護保険条例の一部改正について発言を

いたします。  

  介護保険制度は、３年を１期とする介護保険事業計画に基づき保険料額を算出し、

保険料率を決定する仕組みになっています。被保険者数の見込み、認定者数の見込み

に基づき、国の推計システムによって、各サービスごとに近年の利用状況や認定者の

伸びを勘案して給付費の見込みが計算をされます。  

  標準給付費の半分を国、県及び府中町が負担をし、残りの半分を６５歳以上の第

１号被保険者と４０歳から６４歳までの第２号被保険者の保険料で負担をする仕組み

です。したがって、町の裁量あるいは努力によって住民の負担を軽減する仕組みがそ

もそもなく、本議案も仕組みにのっとって値上げとなる改定を形式的に追認するにす

ぎません。  

  しかし、今回の介護保険条例は６５歳以上の高齢者、第１号被保険者の生活に大き

な影を落とすものであり、意見を述べさせていただきます。  
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  今回、第７期の保険料基準額は月額６，１００円、年７万３，２００円になりまし

た。第６期は月額５，７４１円、年６万８，９００円ですので、月額で３５９円、年

額で４，３００円の引き上げです。介護保険が導入されたときの基準額は、府中町で

すけれども、月額３，２００円、年額３万８，４００円でしたので、ほぼ倍加したこ

とになります。  

  高齢化が進めば、介護を必要とする人がふえ、保険給付がふえるのは当然のことで

す。ふえていく給付費の半分を被保険者が支払う仕組みでは、保険料は国保同様、今

後の国保同様、青天井で上がっていきます。  

  制度が始まった２０００年度介護保険の費用は全国で３兆６，０００億円でしたが、

今は１０兆円を越し、保険料は今申しましたように倍加をいたしました。団塊の世代

が７５歳以上となる２０２５年には、約２０兆円になるという試算もあります。とい

うことは、現在の仕組みのままであれば、１０年後にさらにまた今の倍になるという

ことです。  

  給付はどうか。昨年４月から要支援１、要支援２の訪問介護、通所介護は介護保険

給付から外され、報酬や人員基準を引き下げた基準緩和サービスやボランティアなど

がサービス提供を行う総合事業に移行をいたしました。保険料は上がっていくのに、

給付はどんどん削られていく。  

  制度の持続可能性の確保とは、利用者が必要な介護を受けて、御本人と家族が安心

して暮らしていけるということではありません。介護事業所が安定的に経営していけ

るということでもありません。給付を抑制し、国民の負担をふやして収支を均衡させ

るということにほかなりません。 

  今回の介護保険条例の一部改定は、これまでの改定と同じく被保険者の負担増をも

たらし、さらなる改悪につながるものです。よって、府中町介護保険条例の一部改正

について反対の意を表するとともに、今後さらなる負担増につながらないよう、議員

としても国に対する意見要望に努めてまいりたいと思います。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

○議長（中村武弘君） 次に、賛成討論を行います。 

  賛成者の討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、以上で討論を終わります。 
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  これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第６、第２１号議案、府中町道路占用料徴収条例の一部改正について、討論を

行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 全会一致でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第７、第５号議案、平成３０年度府中町一般会計予算について、討論を行いま

す。 

  討論ございますか。 

  それでは、まず、反対討論から行います。 

  委員長の報告に対して反対の方。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 第５号議案、平成３０年度府中町一般会計予算に反対の立場か

ら討論を行います。 

  今回、新規事業として評価をしたいのは、新生児聴覚検査の費用助成、ネウボラふ

ちゅうとして産前産後ケアや相談支援を拡充すること、病児・病後児事業における送

迎サービス、救急車３台に病院とつながる画像伝送装置の配備、府中南小学校区放課

後児童クラブの新たな施設建設などです。 

  新規ではありませんけれども、中学校にスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーを引き続き配置すること、おたふく風邪や成人風疹の予防接種対象者への
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助成、啓発、小学校教育支援の支援事業の一環として、夏休み中教育支援員を図書館

に配置して児童の主体的に学ぶ姿勢を引き出し、学習習慣の定着を目指すことなども

評価をしたいと思います。 

  政府は、月例経済報告で２０１２年１２月から昨年末まで実に６１カ月、日本経済

は緩やかな回復基調が続いていると判断をし、ことし１月には緩やかに回復している

と上方修正をいたしました。５年にわたる回復基調が続いて、いよいよことし緩やか

に回復したというんです。緩やかな回復基調と緩やかな回復がどう違うかわかりませ

んけれども、庶民の暮らしは少しもよくなっていないことは日々実感していることで

すけれども、そのことは政府統計からも読み取ることができます。 

  まず、国内総生産、ＧＤＰです。昨年１０月から１２月の国民所得統計によります

と、ＧＤＰは８四半期連続のプラスではあるもののその伸びはわずかで、１０から

１２月期の伸びが１年続いても経済成長率は０．５％にしかなりません。個人消費は

０．５％の増となりましたが、依然低い伸び率です。民間住宅は前期比で２．７％の

減、２期連続のマイナスです。公共事業など公的固定資本形成も０．５％の減となり、

大企業の大もうけを背景にした民間企業設備０．７％増、財貨やサービスの輸出は

２．４％の増となりましたが、輸入もふえたため外需全体ではマイナスです。 

  実質賃金はどうでしょう。厚生労働省の毎月勤労統計調査、事業所規模５人以上で

は、昨年１２月の実質賃金が１年前に比べ０．５％減少、年間を通して見ても前年に

比べ０．２％減少と、２年ぶりにマイナスになりました。実質賃金は２０１２年末に

安倍政権が復権して以来、１６年を除いてマイナスが続いています。 

  家計の消費はどうか。総務省の発表した昨年１２月の家計調査報告によっても、消

費支出は３カ月ぶりに実質０．１％の減少です。消費支出全体に占める食費の割合を

示すエンゲル係数は、２８．０％と３割近くになっています。エンゲル係数は近年上

昇が続いており、多くの世帯にとって食べること自体が精いっぱいになってきていま

す。所得が伸び悩み、生活が苦しくなっている証拠です。 

  このように政府統計を見ても、経済全体は引き続き緩やかな回復基調などと言えな

い状況です。 

  このような大変な状況の中で、町は町民の暮らしを守る防波堤としての役割を今こ

そ果たすべきときです。 

  平成３０年度一般会計予算とともに、県単位化に伴う制度変更による国民健康保険
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の負担増、介護保険料の値上げ、職員の退職手当の引き下げという議案が出されてい

ます。そのいずれも町独自のものではありませんが、この３つの議案に今の日本の政

治のあり方が象徴的にあらわれています。社会保障は負担増が押しつけられ、所得は

引き下げられる。入るものは減らされ、出るものはふえていく。 

  こういう暮らしに打撃を与える施策が国や県から押しつけられてくる中で、暮らし

を守る防波堤としての施策が必要です。町の施策が重要です。そういう政策、施策が

ないとは言いませんけれども、極めて弱い。とりわけ高齢者、子どもとその親を経済

的に支える援助策が見当たりません。 

  向洋駅周辺区画整理事業については、昨年、事業そのものに反対ではありませんが、

危惧を表明しておきたいと発言をし、早期の事業完了に向け有効な手だてをとること

を望みますと要望いたしました。 

  先日、進捗状況について事務所長に伺いましたところ、平成３０年度末の整備予定

で画地面積ベースで５４％、線路部分も含めると事実上７５％以上進んでるというこ

とでした。移転補償ベースで７３％、事業費ベースで６８％。事業費は１７７億円と

いう総予算を大きく変更することなく完了できる。そういう見込みがあるというふう

に聞きました。大変いいことだというふうに思います。 

  広島市東部地区連続立体交差事業と当町の区画整理事業は、密接不可分の関係にあ

ります。２月７日、広島県と広島市、海田町と当町は、市が先月提案した高架区間を

延ばして新たに２カ所の踏切をなくすという修正案に合意をいたしました。しかし、

安芸区船越地区住民との合意はまだできておらず、確実にスタートが切れるかどうか

不確定な部分があります。 

  そうではあっても、これから３年間、区画整理事業を高架化事業とかかわりなく進

捗させることができると、このようにも所長に伺いました。 

  ２００２年におりた高架化事業の認可は既に切れ、新たに申請し直さなければなり

ません。そして、認可がおり着工できるまで３年程度かかると言われています。事業

主体は広島県と広島市ですので、町としてはなかなか難しい面があると思いますが、

区画整理事業の速やかな終結に向けて、引き続き努力をお願いしたいと思います。 

  最後に、町民の暮らしに心を寄せ、さらに町民の暮らしを守るための予算にすべき

であることを訴え、反対討論といたします。 

○議長（中村武弘君） 次に、賛成討論を行います。 
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  賛成者の討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、以上で討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第８、第６号議案、平成３０年度府中町土地取得特別会計予算について、討論

を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 全会一致でございます。よって、本案は委員長の報告のとおり

可決決定いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第９、第７号議案、平成３０年度府中町国民健康保険特別会計予算について、

討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数です。よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第１０、第８号議案、平成３０年度府中町下水道事業特別会計予算について、
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討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数です。よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第１１、第９号議案、平成３０年度府中町介護保険特別会計予算について、討

論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数です。よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

  日程第１２、第１０号議案、平成３０年度府中町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて、討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、これより採決を行います。 

  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（中村武弘君） 賛成多数です。よって、本案は委員長の報告のとおり可決決定

いたしました。 

  ここで、付託された案件は全て終わりましたので、平成３０年度予算特別委員会を

解散したいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。 

  ここで、平成３０年度予算特別委員会の解散に当たり、正・副委員長から御挨拶を

お願いいたします。 

  まず、委員長からお願いします。 

  ９番益田委員長。 

○９番（益田芳子君） 予算特別委員会閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

  平成３０年度予算議案の審査過程におきまして、委員の皆様からは多くの熱心な御

意見、また慎重な審議をいただき、スムーズな委員会をすることができましたことに、

心より感謝と御礼を申し上げます。 

  また、理事者におかれましては、委員会での付託意見も念頭に入れていただきまし

て、予算執行をしていただきますことをお願いをいたしまして、簡単ではございます

が、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

（拍 手） 

○議長（中村武弘君） 続きまして、副委員長、お願いいたします。 

  １番岩竹副委員長。 

○１番（岩竹博明君） 平成３０年度予算特別委員会を終えることができましたのも、

議員皆様と理事者の御協力のおかげだと感謝を申し上げたいと思います。たくさんの

御意見が出ました。有意義な委員会だったと思います。 

  今後は、町民目線でバランスのとれた行政運営に生かしていただきたいと要望して、

退任の挨拶にかえたいと思います。ありがとうございました。 

（拍 手） 

○議長（中村武弘君） 正・副委員長におかれましては、大変御苦労さまでした。あり

がとうございます。 

  これをもって平成３０年度予算特別委員会を解散いたします。 

 

（予算特別委員会解散） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） ここで休憩をいたします。再開は１１時からといたします。休

憩。 

（休憩 午前１０時４５分） 

 

（再開 午前１０時５８分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第１３、一般質問を議題に供します。 

  一般質問は、慣例に従って、総務文教から順を追って通告順に行います。 

  総務文教関係、第１項、学校における救命教育、突然死ゼロを目指した危機管理体

制の整備について、３番橋井議員の質問を行います。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） ３番橋井です。どうぞよろしくお願いをいたします。 

  それでは、質問をさせていただきます。 

  学校における救命教育、突然死ゼロを目指した危機管理体制の整備についてお伺い

をいたします。 

  突然の心停止から命を救うためには、心肺蘇生や自動体外式除細動器、ＡＥＤの知

識と技能を普及する必要があり、学校での心肺蘇生教育が重要です。我が国では、平

成１６年に市民によるＡＥＤの使用が認められて以降、急速にその設置が進み、ＡＥ

Ｄの使用によって救命される事例も数多く報告をされております。 

  しかしながら、毎年７万人の方が心臓突然死で亡くなっています。学校でも毎年

１００名近くの児童・生徒の心停止が発生しています。その中には、ＡＥＤが活用さ

れず救命できなかった事例なども複数報告されております。 

  現在、学校における心肺蘇生教育の重要性についての認識は広がりつつあります。

国の中学校新学習指導要領、保健体育では、日本ＡＥＤ財団の要望もあり、授業で心

肺蘇生を学ぶことが初めて明記され、移行期間を経て２０２１年から全面実施となり

ますが、ＡＥＤを使用した実習を行うかどうかは各自治体の教育委員会に委ねられて

います。 

  府中町においては、全ての小・中学校にＡＥＤが設置されております。その他、公

共施設、病院、コンビニ等、数多く設置がされております。 
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  全国における教育現場での現状を見ると、全児童・生徒を対象にＡＥＤの使用を含

む心肺蘇生教育を行っている学校は、平成２７年度実績で小学校４．１％、中学校

２８．０％、高等学校で２７．１％と非常に低い状況です。 

  そこでお伺いしますが、府中町における児童・生徒への心肺蘇生教育の現状と今後

の方向性、教職員へのＡＥＤ講習の実施状況など、具体的な取り組みも含め、御答弁

お願いいたします。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） ３番橋井議員、学校における救命教育、突然死ゼロを目指

した危機管理体制の整備について答弁いたします。 

  改訂された新たな中学校の学習指導要領の保健体育の保健分野の領域において、応

急手当てを適切に行うことによって障がいの悪化を防止することができること、また

心肺蘇生法などを行うことと明記されております。中学校においては、具体的にＡＥ

Ｄなどを使用した心肺蘇生法を学ぶことが示されているところでございます。 

  また、平成２８年３月に文部科学省は学校事故対応に対する指針を策定いたしまし

て、万が一学校で事故が発生した場合には、その児童・生徒の生命と健康を優先し、

応急手当てを実施することが重要であることが示されており、特にＡＥＤの適切な使

用については、研修を不断に行うことが必要であると考えております。 

  府中町におきましては、府中町消防本部の職員を指導講師として、全ての学校の教

職員を対象とした心肺蘇生講習を毎年行っております。 

  また、児童・生徒につきましては、日本赤十字社の職員などを講師として、小学校

５年生の防災キャンプや中学校２年生の保健の授業においてＡＥＤを使用して心肺蘇

生法を学んでいる学校が小学校３校、中学校１校ありまして、その他の学校も実習は

ありませんが、授業の中で位置づけているところでございます。 

  各学校におきましては、児童・生徒が心停止したときに落ちついて対応できるよう

にするために、今後も消防本部や日本赤十字社などとも連携しながら、教職員への実

技研修を定期的に実施するとともに、中学校においてはＡＥＤを使用した心肺蘇生法

の実習を年間指導計画の中に位置づけ、事故の未然防止、事故発生時の適切な対応が

できるよう、学校安全の推進に努めてまいりたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。 
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○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ３番橋井議員。 

○３番（橋井 肇君） 御答弁ありがとうございます。府中町ではしっかりＡＥＤにつ

いての教育をやっていただいてるということで、これからも引き続きお願いをしたい

と思います。 

  ここでちょっとさいたま市の例を御紹介をしたいと思うんですが、独自のマニュア

ルを作成して小、中、高で実習をしているということで、紹介させていただきたいと

思います。 

  ２０１１年９月、さいたま市の小学校６年生の女子児童が駅伝の練習中に校庭で倒

れました。保健室に運ばれましたが、教員らは呼吸があると判断し、心肺蘇生やＡＥ

Ｄ装着が行われませんでした。 

  しかし、約１１分後の救急隊到着時には心肺停止状態となっていました。呼吸があ

るように見えたのは、心肺停止後に起こる死戦期呼吸であった可能性があります。 

  二度とこのような悲しい事故を繰り返さないために、同市教育委員会は事故を検証

し、遺族や専門家に協力を得ながら２０１２年９月に教員研修のためのわかりやすい

テキスト、体育活動等における事故対応テキストを作成しました。目の前にいる人が

当然倒れ、反応やふだんどおりの呼吸があるかわからない場合も直ちにＡＥＤを手配

し、心肺蘇生を行うことが強調されたテキストになっているそうです。 

  さらに、さいたま市では、２０１４年度から全市立小、中、高において、保健学習

の授業の中で心肺蘇生法の実習を行っています。小学校５年から毎年繰り返し学習を

することによって、緊急時に迅速かつ最善の行動がとれるように進めるためです。同

市では、中学校１年生の段階で全ての生徒がＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法が行うこ

とができるよう、目標に取り組んでいるそうでございます。 

  先日も消防の方にお話を伺ったりしたんですが、本当に人が倒れているときにＡＥ

Ｄを使うかどうかという判断はすごく緊張すると。それが１回や２回の実習でできる

とは思わない。常に実習してなれておかないと、なかなか難しいんではないでしょう

かというような話をお聞きしました。本当にいざというときにためらわず救命に役立

てることが大事で、それは実習を通して繰り返し、繰り返し学ぶことが大事だと思い

ますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。 

  また、夜間や休日、学校が閉まってるときにＡＥＤが使えないということがほかの
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市であったそうで、学校が閉まっているときにはガラスを割って入ってくださいとい

うような指導もしたらしいんですが、実際にはガラスを割って学校の中に入るという

のは難しかったと。そういう実態があったことで、その市ではＡＥＤを野外いうか屋

外に設置をしたというようなことがありました。学校なんかは休日に使うことも多い

ので、そういったこともぜひ検討していただけたらと思いますので、よろしくお願い

します。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） 御要望の点は、確かにＡＥＤが実際にあっても今言われま

したように夜間とか学校が閉まってるときに使えないと全く意味をなさないものにな

りますので、職員あるいは児童・生徒への研修も当然やりながら、設置場所がどのよ

うな状態にあるのか、いつでも使えるような状態にあるのかということを再度点検を

して、施設改修あるいは置き場所等の見直し等が必要であれば、速やかな検討を進め

たいというふうに思っております。ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第１項、学校における救命教育、突然死ゼロを目指し

た危機管理体制の整備について、３番橋井議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第２項、町立小学校体育館トイレの男女別について、

１０番児玉議員、８番上原議員の質問を行います。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 皆さん、おはようございます。１０番児玉でございます。私

のほうからは、町立小学校体育館トイレの男女別化について質問させていただきます。 

  質問趣旨でございますが、これまでも一般質問等で各議員が学校トイレの改善につ

いて質問がありました。この後も上原議員のほうからも質問があると思いますが、私

のほうからは町内小学校の体育館トイレの男女別化に特化した質問をさせていただき

ます。 

  学校耐震化事業も一段落し、校舎内のトイレはきれいになり、洋式化や改修も一部

ではありますが改善されてまいりました。校舎、体育館の新築・リニューアルを除く、

小・中学校はトイレの洋式化や改善が進んでおらず、特に小学校の体育館トイレにつ

いては、男子の小便器の仕切りもなく、男女も共用となっております。 
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  先日、地域の行事で小学校のグラウンドを使用する際、トイレは体育館のトイレを

使用することとなっておりました。男女共用のため、皆さん気兼ねをされ使っておら

れました。私も以前からソフトボールの関係で練習や試合等で学校のトイレを使用す

る際も、男女共用のため、女性からはお先にどうぞと言われたこともあり、使い勝手

が悪いと思っておりました。また現状、児童の女子は体育館での授業や行事の際は、

校舎内のトイレを使用しているという事実もございます。 

  これらのことから、児童・生徒の声や住民の声がある中、最低でもトイレは男女別

は早急に取り組むべき課題と認識しておりますが、体育館トイレの改善について、教

育委員会のお考えをお伺いいたします。 

  質問としては、次の２つでございます。 

  町内の小・中学校体育館トイレの男女別化の状況、並びに２番目として、今後の体

育館トイレの男女別化の進め方についてお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 続いて、８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） おはようございます。先ほどの児玉議員に引き続いて小・中学

校のトイレについて、もっと踏み込んだ質問をしたいと思ってます。 

  実は、南小学校のトイレが汚い。南小学校がですよ、特に。南小学校のトイレが汚

いというのは、本当に有名な話です。皆さん御存じですよね。もう皆さんが知ってま

す。もう十何年前から有名なんです。これ、汚い、臭いというのはね。ということで、

教育委員会にも何度もこういう話はあったと思います。先ほど児玉議員も言っておら

れましたが。 

  そういうことで、最近になって保護者とか教育関係者の方から、これはひどいでは

ないかと。余りに時間がかかってる。時間がかかり過ぎだと。こんなことでまともな

教育ができるんかという訴えを私も受けまして、実は先日私は現場に行ってまいりま

した。南小学校の全部トイレを回ってまいりました。全部、１時間ぐらいかかりまし

たけどね。 

  ということで、先ほどこういう資料が出てますね、一般質問の児玉さんが出された

この資料を見てもらえるとわかるんですが、南小学校は築六十数年と言われておりま

すが、トイレの９０％以上が和式。見たとおりです。ここに書いてますね。和式が男

子３１、女子５５で洋式が１とかね、書いてありますよ。というふうに、トイレは

９０％以上が南小学校は和式でございます。しゃがむ分ですね。 
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  その施設を見て回りますと、これは用をなしてないような便器もある。割れたよう

な便器とか、それから水が噴き出てるような、そういう使えないような便器もありま

して、とても現代的な平成のトイレではありません、あれは。あれは昭和ですよ。昭

和の３０年代のトイレです。町長さんも一遍見られたらわかると思いますが、そうい

う感じでございます。 

  ということで、子どもたちが学校へ行きたくないというのの一つの理由に、学校の

トイレが汚い、学校でしたくないという声があるんですよ、実際に。そういうことを

私は行ってみて本当に実感いたしました。 

  ということで、きょうは写真も持ってきております。行ってきたね。こういう和式

のトイレはこういう目地がありますね、こういう目地が。目地は長年うんちやしっこ

がしみ込んどるんですよ。ですから、幾ら掃除をしてもにおいがとれない。きれいに

してもにおいがとれないんです。これは、こういうのはね。本当にきれいにしてもに

おいますよ。行ったらわかります。中にもたまってますし、これは外のグラウンドの

南小学校のグラウンドのトイレですかね。こういうものでございます。 

  ということで、幼稚園とか保育園の関係者からは、こんな意見があります。幼稚園、

保育園は全部洋式です。きれいです。南幼稚園も、それから若竹保育園も行ってみま

したけど、本当にきれいですね。桃山幼稚園もきれいですよ、本当に。いいトイレや

ってます。幼稚園の先生方から、あるいは保育園の先生方から、幼稚園、保育園は洋

式でこんなにきれいにしてるのに、学校行ったら和式なんですよと。訓練せにゃいけ

ないと。訓練しないと学校行かされない。こういう状況ですというふうに実際に話を

聞いております。この耳で聞きました 

  幼稚園、保育園がこんなに洋式やってるのに、家庭でも和式余りないですよ、ほと

んど。和式を９０％以上も残してる理由が知りたい。何でこういうふうに残してるん

だろうかと、十何年もこんなに言われながら。この質問が１つでございます。 

  おもしろい話は、桃山幼稚園に行きますとこんなこと言うんですよ。本当は洋式で

全部そろえたんですと。ところが、小学校上がったら、南小学校上がったら和式なん

で、ここの生徒困るんですとそれを言うてこられるんで、桃山幼稚園では別に和式を

つくったらしいですよ。特別につくって、年長組はこの和式を使って小学校に上がる

ための訓練をしてるんだと、こういうふうに園長さんは言っておられました。本当ね、

笑えないですよ、これは。笑えない話ですよ。こんなことを民間はしてるのに、府中
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町は努力してるんだろうかということでございます。 

  いろいろ回ってみた具体的な問題点としては、和式のトイレのひび割れ、悪臭、そ

れからパイプからの水漏れ。パイプからの水漏れあるんですよ、本当に。こんな感じ

でパイプから水漏れるんですよ。テープ張ってますよ。ガムテープ張って防いでます

けど、こんなことしてます。 

  それから、こういうふうに和式トイレははげてるんです。汚いんです。こんなにね、

はげてるんです。このはげたところからはし尿がしみ込んでます。だから、きれいに

してもこの中にしみ込んでるんだから、もうどうしようもない。これ中に。非常に汚

い感じでございます。 

  それから、仕切り板のがたつきですね。男子トイレの。これグラウンドにあるトイ

レなんですが、水が流れません。だから、非常に臭いです。 

  それで、この男子用のトイレね。男子用のトイレでここにすごいひびが入っとるで

しょう、真ん中。見えますよね。すごいひびが入ってます。もうひび、すごいひびな

んですよ、これ。その仕切り板がありますね、ここに。この仕切り板。この仕切り板

がガタガタと動くんですよ。こんなに動く。子どもいらいよる、おもしろいから。す

ごいガタガタなんですよ、本当に。一応落ちたら大変だろう思いますけど、こういう

のがあります。 

  当然ながら、壁ね。それから、下の腐食ですね。下のドアの腐食、こんなに。下か

ら見えるよ、これ。見えます。 

  それと、府中南小学校のトイレの中にはドアがないのがありますよ。ドアがない。

あんまりないですよね。ドアがないトイレはあんまりない。つくってない。落ちたん

だけど修理してないのかもわかりませんが。 

  それと、ドアが傾いて閉まらないとか、職員用トイレはひどいですね。南小学校の

職員用トイレは、あけたら閉まらん。閉めたらもうきちきちで今度は開かんですね。

こういう傾いたんがあります。 

  それと、女子教職員の女性の職員のトイレですね。これはパーテーションが非常に

薄いんですね。あの仕切りがね。本当トタン１枚いう感じで、上はあいてるんですよ。

ここら辺から全部あいてます。仕切りは本当パーテーションですよ。ぺらぺらの鉄板

みたいな、トタン板みたいな感じですよ。そこでしゃべってるのが全部男子トイレに

聞こえます。もうおしっこをしてもおしっこの音聞こえますよ、あれは。そんなに薄
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いんですから。それで、戸は閉まらんというのが教職員のトイレでございます。 

  それと、洋式トイレも少しはあるんですね。少しはある。あるんですけど、こんな

にふたが汚れてるんですよ。この汚れは取れない。こびりついとるんです。これね。

洗剤でも取れないです。これ、こういうトイレ。 

  それから、この中のふちね。これ子ども座らんですよ。これは汚い。もう座れんで

す。これ汚いから。僕らでも座らんですよ、これは。取れないんだから、これ。 

  何にはこんなんもあります。和式トイレに洋式の上をかぶせてる。これね、子ども

が和式できないからこんなことしとるんですよ。これ、外れるからね、子どもは外す

んですよ、これをまた。遊ぶんです。こんなことして。これも非常に中は不潔です。

これね。 

  それと、こういうことをすると、トイレの紙がね、紙は前にあるじゃないですか。

でも、これをやったら人間は後ろ向いとるわけですからね、取れんですよ、これ。だ

から、非常に不便な変なもんなんですよ、これは。こんなことをしてる。恥ずかしい。

本当にね。 

  決定的に思うのは、これは担当、僕を案内してくれた先生がおっしゃってましたけ

ど、子どもはね、幼稚園から小学校に上がるような子どもは、トイレットペーパーの

入れかえができないんですね。最近のトイレットペーパーはみんなこうなってぱかん

と入れるじゃないですか。こういうのがあってこうなっててね、ぱかっと。みんなこ

れですよ。みんなどこの家でも普通これですね。小学校のトイレのトイレットペーパ

ーは、芯、棒なんですよ、棒。棒を入れてこっち側がこうちょっとへこんでこうやっ

て入れて、手かげんでこうやって紙を入れてこっちから、右側で合わすじゃないです

か。この手かげんができないんですよ、これが。 

  だから、ちょっとひっかかって、生徒が取りかえたと思って出るんだけど、後で落

ちとるよね、これは。こんななってるわけですよ、こんな。これ、こんなに転がっと

るわけです。どこもね。その後担当の先生が回って直すんですよ、これは。直して終

わるんですよ。もうね、ああいう芯のやっとる芯棒でトイレットペーパーをかえると

こはないじゃないすか、ほとんど。こんなことそんなにお金かかるわけじゃないんで、

すぐにできることだと思うんだけど、全般的にこういう全てがこうなんですよ。これ

は昭和３０年代ですよ、本当に。ということで、教室はさっき申し上げたとおりでご

ざいます。 
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  特に、全てがそうなんですが、給食室のトイレが非常に問題でございまして、給食

室は、我が府中町は自分のとこでつくってると、自校調理式をやってるわけですが、

給食室のトイレというのは洋式に決まってるんですよ、これは。これは文科省がガイ

ドラインで洋式にトイレすることって出しとるんです。平成２５年に。その中で、ト

イレの個室の中で洋式風に座って、座ったまま手が洗えるようにというふうな指導が

あるんですよ。書いてある。これは。こういうふうにある。府中町、南小学校は実は

こうなんですね。和式もええけど、兼用ですね、大小兼用で、これ朽ちとるよ。パイ

プが朽ちとる。何か巻いとるね。朽ちてます。窓は割れとるんですよ。窓が割れてね、

それを割れたところをセロテープで張っとるんですよ、これ。あれは昭和３０年です

ね。我々が子どものころは、学校のガラスが割れたらセロテープで張りよったですよ。 

  こんなことをいかに委託としても、委託業者にしてると言いながらも、施設は府中

町の小学校の施設ですから、ガラスはそういうひびを張っとるとかこういうことをせ

ずに、それからこれはちゃんと国から指導がきてるんだから、洋式にちゃんとすべき

ではないかというふうに思うわけでございます。 

  ということで、こういった資料もたくさんございますが、見てのとおり南小学校だ

けじゃなしに東小学校もこんなですよね、この数字を見ますという感じで、いいのは

中学校はみんななってますよね、さすがに。でも、本当に行くのは子どもたちですよ。

幼稚園の子どもが行くんですよ。保育園の子どもが行くんですよ。ここに洋式をせん

でどこにやるんですか、本当に。こういうことに罪の意識を僕は感じてもらっていい

と思うんですね。幼稚園は訓練するんですよ。小学校上がるために和式の訓練を。変

な話ですよ、本当に。 

  ということで、教育環境、公衆衛生の立場からも、こういった実態は早急に改修、

改善すべきと思いますが、抜本的な改善と改修計画について伺いたいと思います。御

清聴ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） １０番児玉議員の御質問、町立小学校体育館トイレの男女

別について、それと８番上原議員御質問の府中南小学校のトイレ改修についてをあわ

せて答弁いたします。 

  まず、児玉議員から要求のありました資料、府中町立学校トイレの設置状況という
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資料がございますが、それについてまず説明いたします。 

  太線で強調しております町立小・中学校の体育館のトイレで男女共用としています

のは、府中東小学校、それから府中北小学校、府中中央小学校の３校、１１基のトイ

レでございました。 

  また、安芸郡内の他の３町に確認したところ、学校の体育館のトイレが男女共用と

なってる学校は、ほかにはありませんでした。つまり、安芸郡４町で２３校中府中町

の３校のみが男女共用になってるという状況でございます。 

  学校施設の長寿命化や安心・安全な教育施設の確保を目的に、３月末に策定予定で

ございますが、学校社会教育施設等の利用整備マスタープランを今から策定する予定

でございますけども、その中におきまして、今後の整備改修方針といたしまして、児

童・生徒の日常的な利用環境の向上及び災害時の避難所としての機能強化のため、ト

イレの洋式化、乾式化を推進する。あわせて、多目的トイレの設置や男女共用となっ

ているトイレを男女別々に分離するなど、改善を図るというふうに明記する予定にし

ております。この計画に沿って着実に改修を進めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

  また、このマスタープランを策定する際に、保護者アンケート、それから施設利用

者からのヒアリング等も実施いたしまして、トイレの改善に対する声は非常に大きな

ものがありました。 

  次に、上原議員から御指摘のありました府中南小学校のトイレにつきましては、使

用する子どもだけではなく、教職員あるいは地域の方々の協力を得ながら、トイレは

汚いと言われないためにもできる限り清潔な状態で使用できるよう、細やかな清掃、

悪臭対策等をこれまで努めてきたところでございます。 

  具体的な問題として指摘のあった破損箇所、あるいは故障箇所につきましては、既

に修繕対応してる箇所もありますが、学校からの要望がないため、状況把握が十分で

きておらず、修繕に至ってないという箇所も多くありました。今後は学校とも十分連

携を図りながら、速やかな対応を行っていきたいというふうに考えております。 

  また、あわせて平成２５年に文部科学省が策定した学校給食施設設備の改善事例集

の中におきましても、調理従事者専用のトイレを設置する必要があること、また用便

後の手や指から衣服、ドアノブ等が汚染されることを防ぐため、衣服を整える前に手

洗いができるよう、トイレの個室には手洗い施設が必要であることが定められており
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まして、府中町の学校の調理施設のトイレの個室には、全て手洗い設備を設けている

ところでございます。 

  さらに、その事例集の中では、和式トイレは便のはね水による汚染、下痢時には便

器や床に跳びはねる可能性が高いので、洋式化が望まれるということが明記されてる

ところでございますが、府中町の学校の調理施設のトイレは、府中中学校を除いて和

式のままという状況でございます。 

  教育委員会といたしましては、男女共用の解消、あるいは洋式化を含めた学校トイ

レの改修につきまして、緊急度が高いと判断しております。今後の財政状況等を踏ま

えながら財政当局とも調整し、先ほど御紹介しましたマスタープランに定める校舎の

大規模改修などの年次計画に先行して、可能な限り速やかに取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 大変丁寧な答弁と、それと資料のほうありがとうございまし

た。 

  私のほうで求めとったのが安芸郡４町ということで、先ほどお言葉の中にありまし

たけども、２３校中の３校のみが男女別化になっていないというところでございます。

先ほどの話の中にもありますけども、保護者の皆さんの声だとか、アンケート調査だ

とか、生徒さんの声だとかいったところも聞いてみますと、やっぱり分けてほしいと

いうのは本当に強い要望だと私は思っております。 

  なので、今回一般質問させていただいとるわけでございますが、先ほど言われまし

たトイレのマスタープラン。今回３月につくられるということでございますけども、

５年かけていろいろやっていくという中で、財政の中も一ついろいろあるかと思いま

すけども、まず優先順位といいますか、男女別化もしかりですしトイレの早急な改善

のところもあると思いますが、そこら辺についてどういう御認識か、再度ちょっと御

確認、優先順位についてですね、スピード感を持って、危機感を持ってやってほしい

ということは私ども伝えとるつもりではございますけども、５年といわず、例えば

３年とか２年とかいったようなところでできないものかというところも含めて優先順

位をお伺いしたいと思います。 
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○議長（中村武弘君） 続いて、８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） きれいにするのは掃除とかいうことを言ってるわけではありま

せんで、見てのとおりトイレの中のもう壁の中にしみ込んでるわけですよ、こういう

悪臭というのはね。だから、壁をはがして根本的な改修をしないと、これは改善しな

い。ガタガタしとるからひび割れのところをセメントで詰めるとか、そういった修理

のことを言ってるんじゃないんですよ。根本的な補修をすべきであると言っておりま

す。だから、これについて根本的な補修をやるんかどうかいう回答。 

  それから、もう南小学校は六十数年たってますので、建てかえの要件は満たしてる

んじゃないかと思うんですよ。６０年たってますからね。そういうことも念頭に入れ

てしっかり直していかないと、建てかえが一番いいですよ、本当に。そうしないと直

らんところがいっぱいあります。そういうことについて回答をよろしく。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） まず、優先順位というところで御答弁したいと思います。 

  先ほど御紹介しましたマスタープランの中では、いろんな町内の学校施設、社会教

育施設たくさんあるんですけども、そこの築年数順に順番に改築していくというわけ

ではなくて、先ほど答弁しましたようにそれに先行して緊急度が非常に高いというふ

うに考えておるのが今のこの学校のトイレの問題、それから府中緑ケ丘中学校の外壁、

屋根改修、それからクラブハウス等は大規模改修等が必要ではないかなということで、

非常に緊急度が高いというふうに判断しておりまして、単純な築年数順の年次計画に

先行して、一方では公民館の建設等もありますけども、平成３１年度から３５年度に

かけて単年度の支出抑制、当然単年度だけで急にふやすわけにいきませんので、単年

度の支出抑制に努めながら可能な範囲で、平準化に努めながら優先順位を高めて改修

に努めていきたいなというふうに考えております。 

  それと、上原議員の根本的な改築ということでございますけども、おっしゃるとお

りトイレそもそもが排水の問題もありますし、においはそもそも排水のところに原因

があるんじゃないかというふうに考えておりますので、全部床をはいで床面、それか

ら排水等を抜本的に構造的に改修していかないと、ただ単にかえるだけの問題ではな

いと思いますので、非常に大きな大規模なトイレの改修工事が必要になってくるんで

はないかなというふうに思っております。 
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  細かくは見積もり等はまだとっておりませんけども、かなりの高額な改修の箇所が

出てきますし、予算的にも負担がふえるんではないかなというふうに考えております

が、いずれにいたしましても根本的な改修が、このトイレの問題につきましては大規

模に改修していかないといけないというふうに考えております。そういう意味で優先

順位をつけて、速やかに緊急度を高めて取り組んでいきたいなというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １０番児玉議員。 

○１０番（児玉利典君） 私のほうからは、トイレの改修、改善、そして男女別化。こ

れは最大、最上級の私課題だと思ってますので、ぜひとも早急に解決していただきた

いなと思います。 

  それから、これ教育委員会だけの問題じゃなくて、町としてもやっぱり取り組んで

いただかにゃいけんのじゃないかなというふうにも思いますので、最後に町長、コメ

ントをいただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ８番上原議員。 

○８番（上原 貢君） 大規模改修をするということでございますが、本当に児玉議員

がおっしゃるように緊急度が増してるんですよ、本当に。もう恥ずかしいぐらい。幼

稚園が困ってるんだから、とにかく。いつごろやるんですか。数年中にやるんかと。

すぐするわって７年もたったらいけんですよ、これは。せめて２～３年中にやらない

と、これはね。 

  そういういつごろやるんかという質問と、それからこのガイドラインですね、平成

２５年。平成２０年に学校給食法が改正されまして、その中で平成２５年にこのガイ

ドラインというのが出てるわけですね。その事例集ではこういってやってますね。調

理従業者専用トイレの整備の必要性を次のとおり明記しています。ちょっと引用しま

すね。 

  便にはさまざまな病原微生物が存在し、排便時にはそれらが便とともに排せつされ

ているので、トイレは食中毒を起こす病原体に汚染される危険性が高い場所です。排

便時にノロウイルス、これ多いですよね、ノロウイルスなどにより便器が汚染された

り、手指を介してドアのノブ等が汚染されたりする可能性が高くなります。このこと
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から、調理従事者のトイレを設置する必要があります。 

  さらに、用便後の手指は最も危険な汚染源であることから、衣服を整える前に手洗

いができるよう、トイレの個室の中に手洗い設備が必要でありますというふうに引用

がありますけど、要するに洋式にするということと、座ったまま、個室の中でね、座

ったまま手洗いができるような設備であるということです。今のは座ったじゃなしに、

座ってできんのでしゃがんだままやるんかという感じで、手洗いはあるけど和式です

からね、これはできないです。だから、今ある手洗いは外のほうがかえっていいです

よね。外できれいに洗ったほうが。ノブをいらうわけですからね。だから、そういう

根本的な、特に給食室は早いほうがいいですよ、これは本当に政府も言ってるんだか

ら。 

  ということで、以上２点よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 学校施設のトイレの問題で、単に教育委員会のみならず町全体

として考えるべきと、町長の意見ということでございまして、今御質問がありました

内容、相当状況厳しいと。今まで優先してきておった事業がありますので、この優先

してる事業も大きな金額かかってるんですけど、余り詳しくは言いませんけど、事業

は終わったんだけども財政的には今から大きな負債を償還していかなきゃいけない。

この財政見通しいうのは非常に厳しいわけであります。したがって、大きな事業とい

うのはしっかりそういう見通しを立てながら物事を進めていかないと、途中でばんざ

いすると。そういうことはないように、持続的な行財政運営できるように今努めとる

ということでございます。 

  トイレにつきましては、学校トイレにつきましては、今３月末に策定ということで

ありますが、学校施設、社会教育施設のマスタープランを策定をしてる。そこでもト

イレについては最優先課題として上がっております。それをどういうふうに財源を手

当てをしていくかという 0のは、今からやっていかにゃいけんというふうに思います

けど、そういった状況については非常に深刻に受けとめて、できるだけ早期に改善で

きるように努力はしてまいりたいというふうには思っております。今の段階ではそう

いうちょっと抽象的な御答弁しかできませんけど、そこは最大限努力していきたいと

いうふうに思いますんで、御理解のほどよろしくお願いします。 
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  以上です。 

○議長（中村武弘君） 教育長。 

○教育長（高杉良知君） ８番上原議員から本当に根本的に、抜本的にやるべきだと、

いつからやるのかということの御質問もあったんですけれども、これまで町内のトイ

レにつきましては優先順位を、できるところから少しずつはやってきているという状

況ではあります。まだ十分できてないということが今の実態ですので、町民の皆さん、

それから保護者、児童・生徒、それから学校の教職員からも、本当に多くの要望が上

がってきているということも十分承知をしておりますので、これからの大規模改修、

これマスタープランで定めておりますが、それに先行してやっぱり緊急度が高いとい

うことで進めていこうというふうに思っています。そういう抜本的な改修と同時に、

やっぱりできるところはなるべく早くできるところはやっていかないといけないとい

うふうに思っております。 

  私のほうも今おっしゃったようなところ、全部写真を撮ってきております。既に見

積もりをとったりそういうところも進めています。できるところから、少しでもでき

るところはやっていこうということで、既に取り組みを始めているというところもあ

ります。 

  しかしながら、先ほど部長も言いましたけれども、本当に構造的にやっていかない

といけないということになると、やっぱりかなりの検討もしながら、財政当局とも話

をしながら早急にやっていくということになろうかというふうに思いますが、少しの

時間の猶予はいただきたいというふうには思います。 

  トイレについては本当に緊急度が高いというふうに思ってますので、取り組んでま

いりたいというふうに思っています。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第２項、町立小学校体育館トイレの男女別について、

１０番児玉議員、８番上原議員の質問を終わります。 

  もう一つ行きます。 

  続いて、総務文教関係、第３項、歴史民俗資料館の跡地利用について、５番繁政議

員の質問を行います。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） トレイの問題は本当に皆さんからたくさん聞いておりますので、

一日も早くいいがにしてあげてほしいと思います。 
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  では、質問に入ります。歴史民俗資料館の跡地利用についてお尋ねをいたします。 

  現在、榎川河川敷に設置されている歴史民俗資料館や消防団詰所は、新たに公民館

建てかえに合わせて複合施設の中に組み入れ、移転することになっています。 

  移転後はこの県の管理する河川敷一帯を有効利用するため、水分峡から流れ出す水

辺を合わせた憩いの空間、癒やしの空間として活用できるよう県に要望するなど、ぜ

ひ町として取り組んでいただきたいと思いますので、町の見解を伺います。 

  私たち議会も、これまでは河川改修や県道茂陰変電所線の計画による移転補償費を

理事者側から期待させられてきましたが、こうした事業が県の現状では当分の間進む

ことは困難ではないかと思っています。 

  県の計画のおくれもあると思われますので、強く県に要望協議し、公民館を含む複

合施設の基本設計策定と同時進行で要請していただき、河川敷の有効活用を早期に検

討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  そこでお尋ねしますが、あそこの資料館の横に第１農協と第２農協というのがある

んです。知っとってよね。第１農協と第２農協いうのがあって、その向こうに消防団

詰所があるんです。それで、山本いうんかな。あそこ時計屋さんがあったりするじゃ

ないですか。あそこがやっぱり資料館があそこの下に移転してあそこがあれだけぴゅ

っと残ると、すごくどういうんですか、町民にとってはあそこをきれいにしてもらっ

て公園でもしてもらえんだろうかいう要望がたくさん出とるんですよ。 

  県会議員さんが、すばらしい県会議員さんがうちに１人いらっしゃいますから、だ

から県会議員さんとよく話し合われて、ぜひあそこをきれいに公園にするようにして

もらってくださいいう町民の要望がありますので、それも踏まえてお答えをいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） ５番繁政議員からの一般質問、歴史民俗資料館の跡地

利用についてを答弁させていただきます。 

  府中公民館などを含む歴史民俗資料館の改築につきましては、昨年１１月２４日に

開催の議員全員協議会でお示ししたとおり、平成３１年度中には工事を着手し、平成

３３年度中には工事完了するとともに、平成３４年度当初には新施設をオープンし、

さらに平成３４年度中に現資料館を解体するという予定としているところです。 
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  その現資料館の跡地の活用をどのように考えているのか、また水辺という立地を生

かし、憩いの空間、癒やしの空間として有効活用してはどうかという御質問でござい

ます。 

  跡地利用を考えるに当たり、留意事項が２点ございます。 

  １点目は、全協でも御説明したとおり、第４次総合計画における土地利用の基本方

針では、資料館周辺は歴史文化系エリアとして位置づけているという点です。現在の

史跡を継承していくとともに、歴史文化系エリアとして位置づけているという点です。

現在の史跡を継承していくとともに、歴史文化を発信していく中心となる地区と位置

づけております。 

  ２点目は、御質問にもありましたが、現資料館の敷地は河川敷であり、県の管理地

である上、加えて河川改修予定区域となっており、制限があるという点です。河川改

修に関しては、毎年度県に対しその早期整備を要望しているところですが、なかなか

進んでいないのが現状です。現資料館付近の改修時期となると、全くの未定というこ

とになりますが、河川改修が予定されている以上、建築物を整備することはできませ

ん。 

  なお、都市計画道路の状況も河川改修と同様、進んでいないのが現状です。 

  それら２点を踏まえまして、今現在町では図面に示せるような具体的な案は持って

おりませんが、地理的に新しい資料館、公民館や多家神社との一体的な活用も考えら

れることから、土地を県に返還せず、例えばイベント開催も可能な歴史文化に触れる

ことのできる広場という方向性で検討していければと考えております。それは議員が

おっしゃるような水の流れを感じることのできる憩いの空間、癒やしの空間ともなり

得るものと思っております。 

  県との協議が前提となることはもちろんのこと、さらに当箇所の河川改修が実現さ

れるまでの間という期限つきとはなりますが、資料館跡地は市街地における広い空地

となりますので、有効に活用してまいりたいと考えております。 

  また、消防団の第１分団詰所の入っている建物につきましても同様に平成３４年度

には解体する予定であり、かつ同様に敷地は河川敷ですが、こちらは隣接して民間の

建物があることから、新しい施設と一体性、連続性を持たせた活用は困難であるため、

県へ返還することとなるというふうに考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 
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○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） 今の答弁でいくと、消防団の建物は解体する。解体すんじゃろ

う。平成３４年に解体する。あそこの第１農協と第２農協と、それから山本の時計よ

ね。時計屋さん。あれ、あっこら辺はどうなるんじゃろう。 

  皆さん、今元気でまだ長生きされとる方があの辺をよく知っとって、私にあそこの

ところが公民館が建てかわっていいがになったら、今言っちゃったように埃宮さんと

一体になってあそこの河川敷をきれいにしてもらったら、やっぱりすごく住みよい町

として利用できるんじゃないんかねとおっしゃってました。ぜひそれを聞いてみてく

れいうて、あそこの農協なんか、うちは知らなかったんよ、第１農協じゃ第２農協じ

ゃいうて、あそこの建物が２つあるじゃないね。知らなかったらそういうのを皆教え

てくださって、できればあそこらもきれいにしてもらうように言うてみたほうがいい

んじゃないかと言われたから、あれはどうする気。消防団は解体する言うた。あれは

民間のものじゃけ、そのままほっとく言うたんかいね。もう一回答えてください。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 先ほどの答弁の中で第１分団の詰所が入ってる建物、

つまり旧商工会館ですか、の建物は解体をします。それは議員がおっしゃられている

河川敷の第２分団詰所のことではありません。答弁の中で歴史民俗資料館の跡地の解

体後の活用につきましては、現在の建物の跡地の有効活用を検討していきたいという

ふうに答弁したつもりですので、それ以外の民間の建物につきましては、それぞれ建

物所有者が占用許可を得て建物を管理されているというのが現状でしょうから、そこ

の部分については全く今のところ検討はしていない状況です。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ５番繁政議員。 

○５番（繁政秀子君） よくわかりました。ほいじゃけど今の民間よね、第１農協と第

２農協、それから山本時計よね。いずれどっちにしてもあれは、ほいじゃあ県があそ

こに許可をして県がもしあそこを河川改修してどうこうするっていったら、県のほう

からその人たちに言ってもらわないと、府中町ではどうにもならんということなんじ

ゃね。そこら辺だけしっかり言うてください。答弁。 
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○議長（中村武弘君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 現在占用の許可をしているのは、河川敷を管理してお

ります広島県ですので、町は占用許可、占用に関しては関知はしておりません。関与

しておりません。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、歴史民俗資料館の跡地利用について、５番繁

政議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） ここで昼休憩といたしたいと思います。再開は１３時からとい

たします。休憩。 

（休憩 午前１１時５７分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○副議長（山口晃司君） 議長を交代いたしました。休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副議長（山口晃司君） 続いて、総務文教関係、第４項、遊休地（旧朝泊池）の有効

活用を、１番岩竹議員の質問を行います。 

  １番岩竹議員。 

○１番（岩竹博明君） 質問事項ですが、遊休地（旧朝泊池）の有効活用をということ

で質問させてもらいます。 

  町においては、行財政改革の一環として、これまで遊休地の売り払い等も視野に入

れての計画行政運営に取り組んできています。 

  当該地（旧朝泊池）は、府中町内においても特に町民からも注目を集める遊休地で

ありますが、長い間手つかずの状況であります。 

  平成２７年の９月議会では、長年ため池として利用されてきたことにより地盤が軟

弱であることから、改良の必要性、また周辺地域よりも低い位置にあるため、盛り土

の必要性、さらには盛り土による隣接地への影響等十分な調査が必要であり、有効利

用するためのこうした課題の整備等の検討を引き続き進めるとのことでした。あわせ

て、経費をかけない方法としての建設残土の有効活用の検討も示されました。 

  その後、検討してきた経緯とその検討内容、また今後どのような有効活用を考えて
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いるのか伺います。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） １番岩竹議員からの一般質問、遊休地（旧朝泊池）の

有効活用をについて答弁させていただきます。 

  この土地は、御質問にもあるように、去る平成２７年９月議会の一般質問でもその

活用について質問のあったところです。そのときには、当該土地は長年ため池として

利用されていたことにより地盤が軟弱であり、地盤改良が必要かもしれないこと、ま

た当該土地は周辺地盤より低いため、盛り土をする必要がありますが、施工に際し、

隣接地へ影響を及ぼす可能性があることなどから、今後調査を進めたいと答弁いたし

ました。 

  その後、平成２８年度に地盤調査を実施いたしましたので、まずその結果について

御説明いたします。 

  当該土地の地質には粘土層が存在しないため、盛り土による圧密沈下が発生する可

能性はほとんどなく、砂質土における即時沈下のみが起こるものと考えられますが、

沈下量は数センチメートルであり、すぐに収束することから、周辺の住宅道路にはほ

とんど影響しないものと考えられます。 

  地盤は軟弱な砂地盤で地下水位もほぼ地表面にあるため、地震時の液状化に留意は

必要ですが、支持層としての地耐力は十分あることから、大規模な建物を建築する場

合には、くい基礎とすることが望ましいとされております。 

  また、当該土地は地表面に流水が途切れることなく認められるため、盛り土施工に

際しては侵食による土砂流出が懸念されることから、適切な排水設備を整備する必要

があります。 

  以上が地盤調査の結果ですが、まとめますと、盛り土により周辺の住宅道路にはほ

とんど影響しないものの、排水設備を整備する必要があるため、他の工事現場で建設

残土が発生したとしても、現状のまますぐに運び込むことはできないということにな

ります。 

  調査の際、盛り土や排水設備などを施工し、たちまち利用可能な状態に整える事業

費を参考までに見積もりましたが、約３，５００万円という高額なものでした。 

  今後の活用方法としては、結論から申しますともう少しお時間をいただき、引き続
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き現状のまま検討するよう考えているところです。市街地における広い未利用地です

ので、具体案には至っておりませんが、老朽化した公共施設の建てかえの際の移転候

補地などとして内部協議では常に適地に取り上げられている土地です。 

  一方で、町において利活用の道がないということになれば、財源確保のため売却と

いう選択肢もあります。 

  町民からも注目を集める土地ということで、慎重に、しかしながらできるだけ早期

に結論を出してまいりたいと考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（山口晃司君） ２回目の質問はございますか。 

  １番岩竹議員。 

○１番（岩竹博明君） 貴重な土地ですから、ほっとく手はないと思います。また、毎

年草刈りなどの費用にお金もかかってると思うんです。まず、排水設備を整えて盛り

土をして、そうすると公園なり、あるいは避難場所なり、あるいはお年寄りのグラウ

ンドゴルフなりと有効活用できると思うんですよね。本当に貴重な土地です。ほっと

く手はないと思います。活用をぜひ考えてもらいたいと思います。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 当該土地の有効活用の最優先順位としましては、やは

り老朽化した公共施設の建てかえの候補地ということで検討を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○副議長（山口晃司君） ３回目の質問はございますか。 

  １番岩竹議員。 

○１番（岩竹博明君） 早急に有効活用の策をとっていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○副議長（山口晃司君） 以上で、第４項、遊休地（旧朝泊池）の有効活用を、１番岩

竹議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第５項、小・中学校におけるコミュニティ・スクールの展

開は、１４番西山議員の質問を行います。 

  １４番西山議員。 

○１４番（西山 優君） 質問事項、小・中学校におけるコミュニティ・スクールの展
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開は。 

  町内の小・中学校の全校にコミュニティ・スクールを設置することが第４次総合計

画に組み込まれ、平成３２年までには南小学校を除く全校に仕組みづくりを推進する

こととなっています。 

  現在設置されている南小学校については、２年間の準備期間を経て十分な地域連携

のもとスタートしてきた経緯があります。その結果、地域と学校の連携・協働の取り

組みが評価され、文部科学大臣表彰を受賞しました。 

  このたび、平成３０年度に小・中学校の７校についてもスクールがスタートする予

定となっています。取り組み予定の学校についても、従来から多くの保護者や地域の

方々が協力して開かれた学校づくりに取り組んできていますが、スクール導入により

こうしたボランティア活動の内容とどのような違いが出てくるのか伺います。 

  子どもたちのために、自分ができることを無理なく、積極的に活動している人たち

の思いも時間をとり、十分考慮をした取り組みになるよう努めていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） １４番西山議員御質問の小・中学校におけるコミュニテ

ィ・スクールの展開はについて答弁いたします。 

  コミュニティ・スクールは、法律上学校運営協議会を導入してる学校のことで、保

護者や地域住民の声を学校運営に反映させながら、学校、家庭、地域が同じ目標を持

って子どもたちを育んでいく制度のことです。 

  府中町では、府中南小学校が平成２６年度から先行して導入しているところですが、

教育委員会ではあいさつ、感謝、志、これをキーワードとした社会総ぐるみの人材育

成を進めることとしており、来年度からは町内７校全ての学校にコミュニティ・スク

ールを導入することとして準備を進めているところでございます。 

  ちなみに、全校導入は広島県内の市町では初めての予定です。 

  子どもたちを育てていくのは学校だけではありません。コミュニティ・スクールの

仕組みによって学校、家庭、地域が連携・協働して子どもの教育にかかわり、学校も

地域も、そして子どもも元気になる、地域とともにある学校、子どもがきらめき大人

が輝く府中の学校を目指していきたいというふうに考えております。 
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  学校教育においては、新しい学習指導要領が昨年３月に改訂され、来年度からは移

行期間、平成３２年からは全面実施されようとしておりますが、その基本理念として

社会に開かれた教育課程の実現が重要であることが示されております。 

  何を意味してるのかといいますと、よりよい学校教育を通じてよりよい社会をつく

るという目標を学校と社会が共有し、子どもたちにどのような資質、能力を身につけ

られるようにするのかを教育課程において明確にしていくということでございます。 

  このように、学校、家庭、地域のあり方を見直すタイミングでもありますので、改

めて学校、家庭、地域が協働した教育の取り組みを進める、その仕組みとしてこのコ

ミュニティ・スクールの導入は大きな意義があろうかというふうに思っておりますし、

学校がより一層地域に開かれ、地域住民や保護者等が学校運営に対する理解を深め、

パートナーとなって積極的に参画していただきたいというふうに考えております。 

  先行導入しております府中南小学校を初め、多くの学校では既に地域の方々の協力

によりサポーター活動が進められておりまして、このコミュニティ・スクールの導入

がされたといたしましても、大きく変わることはありません。学校の環境整備、ある

いは学習支援といったこれまでのボランティア活動の内容も負担がふえることのない

よう配慮し、かかわっていただいた方々が役に立ってよかった、他人に感謝されてう

れしかったといった自己有用感を醸成できるよう、取り組みを進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（山口晃司君） ２回目の質問はございますか。 

  １４番西山議員。 

○１４番（西山 優君） 答弁ありがとうございます。大変わかりやすく今後の展開に

ついてよくわかる内容で、大変ありがたいと思います。 

  １点、地域による学校応援団的なものだというのはよくわかったんですが、府中町

のこれは状況でちょっと御質問したいことがもう一点あります。 

  府中町の場合、２つの中学校があります。この２つの中学校は、その中に府中中学

校の場合は府中小学校、府中北小学校、府中東小学校、府中緑ケ丘中学校の場合は府

中中央小学校、府中南小学校と中に入っておりますけども、小学校と中学校のコミュ

ニティ・スクールの違いというものがあるようでしたら教えていただきたいんですが。

よろしくお願いいたします。 
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○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） 小学校、中学校、学校区それぞれエリアが違うんですけど

も、この学校運営協議会につきましては、それぞれの学校に設置するということにな

っております。学校は別々ですし、学校の活動、取り組みも違うということで、それ

ぞれ学校運営協議会の委員を置くということになります。 

  ただ、保護者や、あるいは地域の方は当然重なる部分があろうかと思いますけども、

ともに学校運営に参画していただく、地域とともにある学校を目指すという意味では

同じなんですが、中学校の場合、どちらかといいますと生徒みずからが地域貢献、あ

るいは地域に出向いていくような活動が多くなってくるんではないかなというふうに

思っております。 

  具体的には、空き缶クリーンキャンペーンのようなボランティア活動、あるいは中

学校２年生の職場体験活動などが小学校とは大きく異なってくる点ではないかなとい

うふうに思っております。 

  なお、府中緑ケ丘中学校の取り組みとして御紹介させていただきますと、来年４月

から学校運営協議会を導入するという準備を今進めてるとこなんですが、この学校運

営協議会に生徒会の代表が参加し、地域に発信できることは何か、地域とともにある

学校として何を目指していくのかといったことをほかの大人の方の委員の方と一緒に

なって議論し、議論に参加して考えていくという予定になっております。こういった

中学生の取り組みも尊重して取り組んでいければなというふうに思っております。 

  以上です。 

○副議長（山口晃司君） ３回目の質問はございますか。 

  １４番西山議員。 

○１４番（西山 優君） ありがとうございます。大変わかりやすく回答いただきあり

がとうございました。 

  私が今持ってる資料によりますと、文部科学省のほうで平成２９年の４月１日現在

で全国のコミュニティ・スクールの数というのがありまして、前年度よりも７９４校

増加して３，６００校。内訳は、幼稚園が１１５園、小学校が２，３００校、中学校

が１，０７４校、小中一貫の義務教育学校が２４校、高校が６５校、特別支援学校が

２１校、中高一貫中等教育学校が１校となって、文部科学省にありますのは平成
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３ ０ 年 ま で に １ 割 を 目 指 す と い う こ と で し た が 、 平 成 ２ ９ 年 の と き に 既 に

３，０００校を突破し、達成したという数字が出ております。 

  しかし、府中町の場合をこれを全校でやるという大変有意義なことだと思いますの

で、ぜひ今後保護者のほうも協力してやりたいと思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

  以上、要望としまして、これで質問を終わります。 

○副議長（山口晃司君） 以上で、第５項、小・中学校におけるコミュニティ・スクー

ルの展開は、１４番西山議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第６項、インフラの老朽化対策は、９番益田議員の質問を

行います。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 皆様、こんにちは。 

  質問、インフラの老朽化対策は。 

  質問趣旨、今全国では人口減少や過疎化が進む中、限られた資産でどのようにイン

フラを維持管理するのかが大きな課題となっています。 

  本町でも、今後の公共施設等の利用需要の変化も予測し、長期的な公共施設マネジ

メントの取り組みが必要とされることから、平成２８年に公共施設等総合管理計画が

策定され、施設の老朽化度合いや維持管理の費用など予測して、施設の修繕、改修、

廃止、複合化の計画等、予防保全による施設の長寿命化を図り、将来的な財政負担軽

減等、基本的な方針や実施方針が示されています。 

  今後、考えられる対策について、以下４点お尋ねします。 

  １、適正な維持管理を行うための予算とコスト縮減にどう取り組まれるのか。 

  ２、施設の複合化による機能・サービス水準の検討はされているのか。 

  ３、道路路面下の空洞調査について。 

  ４、施設管理を担う技術職員の継続的な確保と人材育成の取り組みについて。 

  以上でございます。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） ９番益田議員からの一般質問、インフラの老朽化対策

はについて答弁させていただきます。 
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  ４項目の御質問をいただいておりまして、所管していない質問項目もございますが、

私のほうから一括して答弁させていただきます。 

  御質問にもありましたが、公共施設等の老朽化や人口減少といった時代の変化に対

応し、将来にわたって必要な公共サービスを持続的に提供していくため、公共施設等

の総合的かつ計画的な管理を行うための基本的な方針を示す、府中町公共施設等総合

管理計画を平成２８年度に策定したところです。 

  それでは、まず１点目、適正な維持管理を行うための予算とコスト縮減にどう取り

組まれるのかについてです。 

  府中町公共施設等総合管理計画、以下総合管理計画としますが、これはマネジメン

トの基本方針として計画的な維持管理の推進を挙げており、長寿命化によるライフサ

イクルコストの縮減を図ることとしております。これは今までの損傷やふぐあいが生

じてから対応する事後保全型の維持管理ではなく、耐用年数や点検、診断結果を踏ま

えて計画的に対策を行う予防保全型の維持管理へ転換を図ることで、ライフサイクル

コストが縮減できるというものです。 

  今年度執行の揚倉山健康運動公園クラブハウス屋根等改修工事や、平成３０年度予

算計上のシルバーワークプラザ外壁等改修工事はその対象事業で、実施計画に沿い、

予算に計上の上、順次計画的に実施しているところです。 

  財源については地方債ですが、新規制度も制定されており、有利なものを活用して

進めようとしております。 

  次に、２点目、施設の複合化による機能・サービス水準の検討はされているのかに

ついてです。 

  総合管理計画では、施設整備や維持管理、運営の効率性を高める施設再配置の推進

をマネジメントの基本方針として掲げております。これは建てかえや大規模改修の機

会を捉え、各施設の機能やサービスの位置づけ、利便性などから、施設配置の地域バ

ランスを考慮した上、複合が可能なものは施設の再配置を検討するというものです。 

  御質問の機能・サービス水準に関し、例えばデータを用いたような具体的な検討は

行っておりませんが、施設を複合化することで現状より機能・サービス水準が低下す

るような状況はあってはなりませんし、逆にそれ以上のさらなる相乗効果を期待して

いるところです。 

  昨年１１月２４日に開催の議員全員協議会で御説明しました府中公民館等改築工事
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は、その一例です。府中町公民館と歴史民俗資料館、２つの社会教育施設を複合化さ

せることにより、利用者の活動分野、学習機会が広がり、多世代交流の創出につなが

るとともに生涯学習の推進を図ることができるというぐあいに、相乗効果として多く

のメリットが生じるところとなっております。 

  今後も施設整備の際はもちろんコスト面も重要ですが、府中公民館等改築工事と同

様、有益な効果が得られるかどうかについて検討してまいりたいと考えております。 

  次に、３点目、道路路面下の空洞調査についてです。 

  町では現在、総延長約１１１キロメートル、７０４路線の町道を管理しております

が、総合管理計画の点検診断等の実施方針に基づき、道路パトロールなどによる日常

的な点検を行うことで、その安全確保に努めております。あわせて、府中町道路舗装

修繕計画に基づき、効率的かつ効果的な修繕を図るため、優先度を設定し、計画的に

舗装修繕を実施しております。 

  御質問の道路路面下の空洞調査ですが、現在町では実施しておりません。調べます

と、広島市など主要な都市においては、防災上重要な緊急輸送道路等を対象に、大規

模災害時に備えるという視点で優先的に調査を実施しているということです。 

  町内の緊急輸送道路は、広島高速２号線及び県道広島海田線、東海田広島線のみで

すが、今後は町の幹線道路等も視野に県と協議の上、道路空洞調査の実施について研

究してまいりたいと考えております。 

  最後に４点目、施設管理を担う技術職員の継続的な確保と人材育成の取り組みにつ

いてです。 

  ３点目の道路でも少し触れましたが、施設管理においては目視による部位の破損や

ふぐあいの確認など、日常的な点検が重要となります。中でも、特に専門的な知識を

有した技術職員の診断は、現在の状況の把握、またその後の修繕計画において、大き

なよりどころとなります。 

  総合管理計画では、技術職員に対し、研修や実地経験をもとに点検診断に関する知

見やノウハウを蓄積させ、一定の技術力を持つよう育成するとともに、その核を図っ

ていく方針としておりますので、その方針に沿って施設管理体制を整えていきたいと

考えております。 

  答弁は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問はございますか。 



- 46 - 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） 答弁ありがとうございました。これまでにもインフラについて

の質問等はございましたけども、その年に大きなインフラによる事故が発生した折に

は大変関心も集まりますが、インフラは老朽化し続けております。そして、防災の面

からも意義は大変大きいものと考えております。 

  こうした動きから悲惨な事故を起こさないためにも、適切な公共施設の維持管理を

していただくために、本町の公共施設の現状化、これを見える化。こういったことも

町民の方に理解をしていただくことが必要ではないかと思いますが、そういう整備は

されていくのでしょうか。その辺をお伺いいたします。 

  そして、インフラは公共部門のみならず、民間部門も担っております。官民を問わ

ずインフラの体力を賢く保つための管理徹底は喫緊の課題でもあります。 

  また、公共施設等管理計画は、維持管理、更新等に係る財政負担の軽減や施設配置

の最適化など、住民生活と町の未来にも大変影響する計画だと思っております。これ

までに公共施設等総合管理計画を策定しました自治体は、２０１７年９月３０日時点

で都道府県と政令都市の全て、市区町村の９９．４％でございます。 

  今後、公共施設のマネジメントの取り組みとしての縮減の数値目標はありますでし

ょうか。本町はそういった数値目標を設定しているのか。また、この設定される場合、

今後教育や福祉の施設までそういったことが及ぶのであるか。そういったこともお聞

かせいただきたいと思います。 

  それから、複合サービス、機能につきましてですが、将来に向けてまちづくりに必

要となるサービスをどのように機能し、検討するのかが課題となっております。本当

に必要な施設を最大限に稼働することが重要であります。複合施設で開館１０年の生

涯学習センター、くすのきプラザの年間維持コスト、利用料の差額は、将来にわたっ

て良質な住民サービスが本当に可能なのか不安をしておるところでございます。町民

への公平で安定的なサービスのための考えは今後あるのでしょうか。 

  路面下の空洞検査につきましては、道路河川、護岸の路面下は、豪雨による土地の

流出や水道管などの埋設管の老朽化による破損は、外見からはわからない空洞の危険

性があると思います。先ほど答弁にもございましたように、災害時における緊急搬送

時やバス通りとなっています主要の路面下の検査は、調査これまでに実施がないとい

うことでございますけども、ぜひそういったことももう一回検討していただきたいな
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というふうに思います。 

  ２年前の１１月１８日に福岡市の中心部で突然起きた大規模な陥没の記憶もあるか

と思いますが、陥没はそれだけでなくて地震など震度５を超えると下水管の周辺の埋

め戻し砂が沈下したりするおそれもあります。そういったことから、広島市、またほ

かの他の自治体でも、空洞探査機を搭載した車両を走らせながらＣＴスキャンのよう

に目視ではなかなか確認できない道路下の空洞を見つけ、インフラを的確に把握でき

るすぐれた技術もございますので、こういったことも、人命と住民の暮らしを守る重

要なルートを総点検することも、危機管理の予防保全の観点からも大変重要だと思っ

ております。 

  それから、危機管理を担う技術職員の継続的な確保でございますが、これまで人口

減少、少子高齢時代が到来してくる、私たちもそういった実感がまだまだ起こってな

いことも確かでございますが、町の将来を考える機会が少なかったこともあり、現在

集中して取りかかる状況でございます。高度化、複雑化する住民ニーズに応えるため

に、国からの処方されたものをはかせている。そういった状態だと思います。 

  したがって、実務にどのように対処していくのか。そういったことも各部署だけで

はなくて、専門的な人材に任せるのでもなく、役場内の職員の知り得た情報を共有し、

習得した知識を同僚や、また部下に伝えることも必要だと思います。 

  昨年、滋賀県大津市議会の議会でありますＢＣＰ、業務継続計画の研修に行った際、

議会が被害情報等を的確に伝達するためにタブレットを導入いたしました。その後に

職員も導入した経緯がございます。危機管理といたしましても、まず職員のこういっ

たタブレットに関する導入が必要ではないかと思います。そういった考えをお聞かせ

願いたいと思います。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 総合管理計画というのは、大きく分けて建物等に係る

公共施設、それと道路、公園、下水道などのインフラということで、それの総合的な

維持管理計画であるわけですが、それぞれ総合管理計画を上位計画としまして、各施

設ごとに個別の長寿命化計画を策定して改修、また建てかえの優先順位づけを行って

いく予定としておりますので、この個別計画の中で検証いうんですか、していくこと

になろうかと思っております。 
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  この公共施設等の総合管理計画策定の目的としまして、ライフサイクルコストの縮

減、改修費の縮減の目標値ということですが、公共施設等の総合管理計画というのは、

当面２０年間の計画期間で策定はしておるんですが、エンドレスな計画でありますの

で、縮減の目標値と、改修コストの縮減の目標値というのは設定はしておりませんが、

予防保全型の維持管理を行っていくことで、各施設の長寿命化を図っていくと。また、

建てかえも含めまして、建てかえ時期をそれにより延ばしていくということで、トー

タルでの改修コストを縮減していこうという計画としております。 

  それと、もう一つが各施設の個別の施設の改修時期が集中することで、改修費とい

うのが単年度に集中しないような、平準化すると、改修費を平準化するという目的も

持っておりますので、そういったことも考慮しながら計画はつくっております。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  今、益田議員からの質問をまとめたんですが、見える化の整備というのと、あとく

すのきプラザの利用料と管理コストの考え方、あとタブレットの導入というのがあっ

たと思うんですが。 

  建設部長。 

○建設部長（梶川幸正君） 道路の空洞化についてでございますが、再度の埋設管等々

の調査をあわせてやってほしいと。現在、最初の答弁にもございましたように、町と

して幹線とかいうんは月１回随時パトロール等によって現状把握をいたしているとこ

ろでございます。 

  そして、地下埋とかの部分につきましては、例えば道路連絡協議会等において老朽

管等の適切な管理ということで、その協議会の場で適切な管理をしてほしいと。そし

て、現に定期的に水道にしてもガスにしても、そういうふうな点検を行っていってい

ただいてるところでございます。 

  その間でそこへ空洞化があったとかそういう実態は、現在のとこ把握してない状態

です。引き続き、ここにもありましたように、災害時の緊急輸送道路とかいうんは県

道とかに定められておりますので、一応県との協議をしながら、町の幹線をあわせて

どうするかいうんは研究してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（山口晃司君） 企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） サービス、施設の安定的な経営をしていくえ上での施
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設使用料につきましては、管理コストを検証した上で適正な受益者負担となっている

かどうかという、検証した上で使用料の改定はやっていきたいというふうには考えて

おります。 

○副議長（山口晃司君） タブレットはどなたが。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 申しわけありません。企画財政部長です。 

  御質問の職員のタブレットということに関しましては、現在のところ想定しており

ませんでしたので、今後研究させていただきたいと思います。 

○副議長（山口晃司君） ３回目の質問はございますか。 

  ９番益田議員。 

○９番（益田芳子君） なかなか２回目の質問に対してちょっと漏れがある点もござい

ます。公共施設の現状化を見える化してほしいということも申し上げました。ある自

治体では、こういった維持管理に関する情報発信、府中町でもホームページ等でも開

設はされておられますが、大変字そのものも小さいですし、なかなかわかりにくいこ

ともあります。 

  三重県の伊勢市では広報ですね。こういった広報に考えよう公共施設っていうこと

で、そういうシリーズでもって連載を続け、市のインフラに対して市民がどういうふ

うに考えているのか、またこちらとしての市の情報を発信していくような、そういっ

た情報も発信しているところでございます。 

  それから、先ほど公共施設のマネジメントの取り組みの縮減の数値目標、考えてな

いということでございましたけども、自治体で制定してない理由の中には、やはり利

用者に説明もなく数値を示すと混乱を招くと。それから、地域ごとで施設の必要性を

住民主体で議論してほしい。そういったとこから縮減の目標を決めていく傾向もある

のかなというふうには思っております。 

  なかなかインフラは目に見えないものでございます。私たちもこういった計画等が

できたことによって、随分そういった財政規模にしてもよくよくわかってきつつある

かと思いますが、先月の２日に２度にわたる震度７の地震で被害が発生しました熊本

県の益城町に視察に伺いました。復旧・復興の中で、地震直後の状況や住民の避難所

についてもお聞きをいたしました。避難場所となる役場、そして議会棟もそうですけ

ども、耐震が足りずに不足ということで倒壊しました。考えていた以上に福祉施設等
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も耐震不足で倒壊し、最後に益城町には総合体育館がございます。そこに避難者を受

ける際に、町長は元職員で、そういった総合体育館の天井が大変いわゆる強度が足り

なかった。そういうふうなことで住民の方をその体育館の施設に入れなかったわけで

すけども、最初の前震でそういった形で避難をしようと思った人が入れなかった。そ

の後にまた本震が起こりまして、この本震によってその総合体育館の天井が全部落ち

てきて、一つ間違えれば大きな惨事だったということで、こういったことも一つのミ

スからこういったことが生まれるっていうこと。それは、やはり危機管理をこれから

どういうふうにしていくかということが一番大事ではあろうかなというふうに思いま

す。 

  先ほどいわゆる人材育成の取り組みにつきましても、そういった共有をしていくと

いうことがこれから本当に大事ではなかろうかと思います。そして、また人口減少の

中でそういった人材が不足するということも、もう目に見えてわかっているわけです

ので、これからは広域っていうことも考えながら、そういう人材も育成していくべき

ではなかろうかと思います。 

  道路の空洞化調査ですけども、先ほど建設部長言われましたように、そういった埋

設してあるもののそばで空洞が起これば調査し、またそれを補っていくというお話も

ありましたけども、目に見えないところでございますので、そういったこともしっか

り視野に入れていただきまして、そういったこれもやはり起きてからそういうふうに

するとコストが上がっていくということは明確でございますので、常に予防保全とい

うことも前向きに考えていただきまして、これから多くの公民館等、また地区センタ

ー、それから供用道路等の耐震化の長寿命化も図られていくかと思いますが、今後予

想されます南海トラフ等にも備え、防災、減災も踏まえてインフラの対策をしっかり

お願いをしたいと思います。 

  ３回目の質問に対する答弁はよろしゅうございますので、以上でございます。あり

がとうございました。 

○副議長（山口晃司君） 以上で、第６項、インフラの老朽化対策は、９番益田議員の

質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第７項、揚倉山健康運動公園の有効活用を、１３番中村勤

議員の質問を行います。 

  １３番中村勤議員。 
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○１３番（中村 勤君） 揚倉山健康運動公園の有効活用をということで質問をさせて

いただきます。 

  揚倉山健康運動公園は上下２面あり、現在の活用は１面は天然芝であるため、利用

期間も短く、人工芝対応で年間フル活用をという意見がこれまでも多くの議員から出

されてきた経緯もあります。人工芝については財源や費用対効果も考慮しながら早期

に進めるべきと思います。受益者負担も当然見直す必要もあります。 

  しかし今日、一部自治体においては、企業やスポーツ団体に指定管理者として維持

運営をお願いしているところも出てきています。これからはこうした施設を自治体が

全て管理運営するよりも、そうした知識を有する団体にお願いし、活動拡大、利用拡

大を図ることのほうがメリットが大きいのではと思います。 

  もちろん地域住民の活動の場の確保も条件として組み込みながら考えてはと思いま

すが、町の見解を伺います。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） １３番中村勤議員の御質問の揚倉山健康運動公園の有効利

用について答弁いたします。 

  本年度、学識経験者などで構成する府中町揚倉山健康運動公園多目的広場有効活用

に係る検討委員会を設けまして、具体的な活用方法、あるいは施設改修等について議

論を進めてまいりました。 

  検討委員会からは、天然芝の養生期間が年間２００日と長く、年間を通じて利用で

きないことから、上段を人工芝グラウンドとすることや夜間照明の使用を再開し、照

明についてはエネルギー消費量が少ないＬＥＤ投光器を導入することを検討すること

などが意見として出されたところでございます。 

  また、特定のスポーツを実施する施設ではなく、多様な世代が気軽にスポーツやレ

クリエーションに親しむことができる施設にするなど、住民のスポーツに親しむ機会

をふやし、施設を有効活用できるようといった意見も出されたところでございます。 

  維持管理運営のあり方につきましては、指定管理者ということも考えられますけど

も、住民サービスの向上が期待でき、一般的には低コストで運営できるというメリッ

トがある一方、事業の継続性、それから安定的な施設運営への不安があるといったデ

メリットがあると言われております。今後は、他市町の指定管理者制度を導入してい
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る事例を参考としながら、引き続き研究を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

  また、揚倉山健康運動公園という公共施設を有効的に活用していくために、どの程

度の受益者負担で運営していくのがいいのかということも深く精査する必要もありま

すし、人工芝化とするのであれば、大きな財政負担も伴うことになりますので、今後

の財政状況などを調整して判断していくことになろうかなというふうに思っておりま

す。 

  引き続き多くの町民にスポーツに親しんでいただき、健康づくりに役立つ施設とな

るよう、利用率だけではなく満足度も高まるような施設を目指し、引き続き研究、検

討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（山口晃司君） ２回目の質問はございますか。 

  １３番中村勤議員。 

○１３番（中村 勤君） 答弁ありがとうございました。揚倉山健康運動公園について

は利用期限が限られるなど、これまでも人工芝化の提案を初め、多くの議員も質問を

してきています。やっと答弁にありましたように学識経験者で構成する有効活用のた

めの検討委員会を立ち上げ、そして回答が出てきたというところをお聞きいたしまし

た。やはり、そこで私が申し上げたいのは、自治体運営のみではなく、民間活力を利

用した検討も加えて、先進自治体の例を参考にしながら積極的に幅広く検討していた

だきたいということを申し上げたいと思います。少し検討委員会からの回答が出た後

ではありますが、そのようなことを追加して申し上げておきたいというふうに思って

おります。 

  私のこの質問は、財源を非常に問題視されるところがありますので、財源を含め総

合計画の見直し、やるとすればですね、総合計画の見直しということにかかわってま

いりますので、早い段階で今現在検討委員会の答申は出てるということでございます

が、早期に有効活用を決め、そして我々議員にそのような意向がございますんであれ

ば、伝えていただきたい、早い段階で伝えていただきたいというふうに思っておりま

す。 

  教育長のお考えはどのように思っておられるか、お聞かせをいただきたいというふ

うに思います。 
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○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  教育長。 

○教育長（高杉良知君） １３番中村勤議員からの御質問でございます。 

  少し部長の答弁とも重なる部分もあろうかと思いますけれども、この揚倉山健康運

動公園の有効活用につきましては、先ほど議員からも御指摘がありましたように、こ

れまでも岩竹議員さんを初め人工芝化も視野に入れて利用向上、また活性化といった

ような内容で御質問、また御要望もいただいてきているところでございます。 

  教育委員会といたしましては、これまで内部での利用率向上に成果を上げている他

の施設を視察して、そこの担当者から聞き取り調査を行ったり、また初期費用に係る

経費、管理運営経費と利用料収入との関係、また運営方法、これは民間活力等も活用

した中での運営方法。こういったようなことについて、調査研修してまいりました。 

  しかしながら、内部での検討だけではなかなか結論が出せないということもござい

ました。 

  そうしたこともあって、平成２８年１２月議会でも御答弁をさせていただいたとお

り、本年度、関係者からの御意見を聞く機会を設けることといたしまして、学識経験

者として安田女子大学の折本教授を委員長に、町の体育協会、またサッカー協会、ス

ポーツ推進委員さん等の代表者からなる検討委員会を設けて、有効活用のための方向

性、また活用方法、施設改修等について検討していただいたところでございます。 

  検討委員会では、視察も含め、他の施設の状況やこれまでの調査検討した資料等も

提供をして、そういう中で検討していただきました。その結果が先ほど部長が答弁し

たとおりの内容でございます。 

  今後についてでございますけれども、中村議員さんからの御指摘もありましたけれ

ども、この事業は総合計画や実施計画に位置づいた事業ではございません。また、億

単位の大きな経費がかかるのではないかと予想されるといったようなものでもありま

す。財政的な見通しも本当に必要となってくる中身だというふうに思います。実施計

画への位置づけや、それに伴う議会での御説明等も必要になってくる。こういった中

身ではないかなというふうに思います。 

  揚倉山健康運動公園は、いずれにいたしましても町民にとっては大切な財産でござ

います。もっともっと有効に活用していただける施設であるというふうに思います。

その有効活用の方法の中には、先ほど御指摘のありました民間の活用も含めてという
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ことも視点に入れながら検討していかなければならないというふうに思いますし、今

後の財政状況や有効な補助制度の活用等も踏まえながら、財政当局ともしっかりと調

整をしながら、速やかに具体的な検討を進めてまいりたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

○副議長（山口晃司君） ３回目の質問はございますか。 

  １３番中村勤議員。 

○１３番（中村 勤君） 教育長、答弁どうもありがとうございました。先ほども申し

上げましたけども、この事業の実施に向けては大変なお金がかかるわけでございまし

て、総合計画の見直し、あるいはそれにかかわる案件だと思いますんで、早急に結論

を出すことはなかなか難しいことであろうとは思いますが、健康運動公園の有効活用

のためには、それもやむなしと私は考えております。したがって、その辺の結論を早

急に出す必要があるのではないかと思います。そのように思っておりますんで、その

ことをお願いして私の質問を終わります。 

○副議長（山口晃司君） 要望でよろしいですかね。 

○１３番（中村 勤君） はい。 

○副議長（山口晃司君） 以上で、第７項、揚倉山健康運動公園の有効活用を、１３番

中村勤議員の質問を終わります。 

  続いて、総務文教関係、第８項、障がい児と学童保育（留守家庭児童会）について、

１１番林議員の質問を行います。 

  １１番林議員。 

○１１番（林  拡君） 障がい児と学童保育（留守家庭児童会）について質問いたし

ます。 

  政府は２０１８年に学童保育の待機児童や支援員の処遇改善などを軸に放課後子ど

も総合プランを整備し、７９９．７億円、前年度比７４．７億円増を充てています。 

  現在、厚生労働省の放課後児童対策に関する専門委員会で検討され、地方からの提

案で学童保育の規制緩和の検討が行われています。 

  一方で、障がい児の放課後また休日は放課後等デイサービスがあり、府中町には

９件を数え、町から受給者証を渡された方は１０１人になります。この放課後等デイ

サービスは、２０１４年の児童福祉法の改正で身近な地域で必要なサービスが受けら

れるようにしましたが、問題もあります。長野市では民間企業で運営する放課後等デ
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イサービスが突然閉鎖されました。まだ利用して間もない４月でした。また、放課後

等デイサービスではありませんが、福山市や府中市で就労継続支援Ａ型事業所しあわ

せの庭が経営不振を理由に閉鎖しました。 

  私はＮＰＯなど非営利団体以外の企業がこのような事業をすることには反対です。

利益を追求し、赤字になればやめてしまうのであれば、被害をこうむるのは利用者と

その家族、そしてそこで働くスタッフの方々です。 

  そこで質問です。 

  各小学校の留守家庭児童会で障がいを持つ子どもの受け入れできませんか。 

  ２番、府中町にある放課後等デイサービスの経営状態はどうですか。 

  ただ、２番の質問なんですけれども、この質問については私の所属する厚生委員会

の調査事項でございますので、今後委員会のほうで調査をお願いしたいと思っており

ます。よって、１の内容についてのみ質問いたします。よろしくお願いいたします。 

○副議長（山口晃司君） 答弁。 

  教育部長。 

○教育部長（奥田米穂君） １１番林議員御質問の障がい児と学童保育（留守家庭児童

会）について答弁いたします。 

  放課後児童クラブ、留守家庭児童会に入会するためには、府中町内に住所を有し、

小学校に在学している児童であって、保護者及び同居する親族が就労のため、１週間

のうちおおむね４日以上、午後５時ごろまで家庭にいないため、その児童が家庭にお

いて適切な保護を受けられないことが常態であると認められることなどを要件として

おります。したがって、障がいを持つ子どもであるという理由だけで入会を断ってい

るという実態はありません。 

  なお、平成２９年度現在、放課後児童クラブに入会している者のうち、小学校の特

別支援学級に在籍している児童数は３校８人で、障がいを持つ子どもも受け入れてる

状況にあります。 

  答弁は以上でございます。 

○副議長（山口晃司君） ２回目の質問はございますか。 

  １１番林議員。 

○１１番（林  拡君） 学童保育、そして放課後等デイサービスの継続、発展を望む

立場から、障がい児が安心して放課後等デイサービスが受けられるよう、府中町とし
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て補助制度を検討していただくよう要望します。 

  これで質問を終わります。 

○副議長（山口晃司君） 以上で、第８項、障がい児と学童保育（留守家庭児童会）に

ついて、１１番林議員の質問を終わります。 

  以上で、総務文教関係の質問全部を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  本日は、これをもって延会としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（山口晃司君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会と

し、次回は３月１９日午前９時３０分から会議を開きます。御苦労さまでした。 

（延会 午後２時０４分） 
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